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Ⅰ はじめに

経済を活性化し，グローバル市場で企業成長していくには，新製品や

新技術の開発，新市場の開拓，新規事業の創出などのイノベーション活

動が不可欠となる。その場合，その担い手として国内外の優秀な人材の

獲得や活用が重要な課題となる。今後ますます成長する新興国市場をは

じめ，グローバル市場でのイノベーション活動やその成果を活用する企

業間での競争が激化し，しかも国内での少子化による若年労働人口の減

少が懸念される。その中で，我が国企業もイノベーション活動の担い手

として外国人労働力の活用に活路を求めざるをえなくなっている。なか

でも創造的なイノベーション活動の担い手として在留資格で専門的・技

術的分野に属す，いわゆる高度外国人の活用を我が国経済の成長や産業

の高度化へつなげていくことが期待される１）。

確かに，高度外国人の受入れや活用によってもたらされるイノベー

ションの創出効果を定量的に評価することは容易ではない。しかしなが
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１）日本経済の活性化を図る上で，異なる教育や文化等を背景とした外国人なら
ではの発想力をもつ高度外国人を活用する意義については，厚生労働省外国
人雇用対策課『高度外国人材を巡る状況について』平成２３年６月２８日，９頁
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ら米国における２０１２年時点で国内人材と比べて外国人による創業比率が

２倍以上といわれるように２），外国人による活発な創業というイノベー

ションの創出効果が推察される。そうした効果の期待される外国人材を，

なかでも高度外国人材を確保し，イノベーション活動へ活用していくた

めにも，国内外の労働需給を踏まえて高度外国人にとって魅力ある人事

制度や環境を整備することが重要な課題となる。その課題は，政府の新

成長戦略「日本再興戦略」において既に取り上げられている３）。特に経

営のグローバル化が進展する中で，生産性の向上や新たな価値の創出な

どにより企業の競争力を強化するためにも，国内外から高度な専門能力

を持った優れた人材を惹きつけ，イノベーションを実現していく高度外

国人材のマネジメント・システムの整備が課題となってくる。

さらに日本での高度外国人材の受入れや活用は，単なる国内就労だけ

でなく，これまで日本企業による現地法人をはじめ数多くの現地従業員

を抱える海外事業拠点での人材マネジメントの問題とも関連してくる。

というのも現地法人で事業活動している日本企業では，一方で海外事業

拠点の開設や事業運営において必然的に現地従業員を含めた高度外国人

材を活用する必要性が高まり，かつそのメリットを得ているものの，他

方で国内就労ばかりでなく，現地ないしグローバル経営においても本国

との意思疎通やこれまで本国で培ってきた採用，評価・処遇，キャリア

形成など人材マネジメントの間での適応課題が考えられるからである。

いずれにしても日本企業が，グローバルな競争力を発揮し，経済成長

を達成していく上で，イノベーション活動を牽引する優れた高度人材を

世界的観点から獲得，育成し，活用していく国内外での人材マネジメン

ト・システムの構築が必要となってくる。確かにこれまでも国内労働力

２）宮下裕美「我が国の人材強化に向けた外国人材の活用について」みずほ銀行
産業調査部『Mizuho Industry Focus』Vol.１６４，２０１４年１０月７日，２６頁。

３）『日本再興戦略改訂版２０１４』平成２５年６月１４日，３７～３８頁。
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を補うべき外国人労働者の受入れや活用，さらにその中で人文知識・国

際業務，技術，教育，技能，投資・経営など専門的・技術的分野で在留

資格を有する高度外国人材の受入れや活用の実態分析をはじめ，日本企

業によるグローバル経営の進展に伴う現地での人材マネジメントについ

ての研究がなされてきた４）。しかしながらグローバル経営の進展する中

で，外国人労働者において，とくに専門的・技術的分野での高度外国人

を対象とし，しかもグローバル経営に向けたイノベーション活動に対す

る意義や効果について５），さらにそうした高度外国人材の日本国内にか

かわらず，グローバル経営の進展に応じた人材マネジメントについての

研究はこれまでみられなかった。

そこで，本研究では日本企業によるグローバル経営が進展し，企業競

争力をグローバルに強化，発揮するためのイノベーション活動が不可避

となり，しかもその活動を担う高度人材がもはや国内だけではなく，国

内外から幅広く求められる中で，在留資格で専門的・技術的分野のカテ

ゴリーに位置づけられる高度外国人材に対して，とくにイノベーション

活動に係る高度外国人材の再考を通して，その活用意義や課題について

改めてみていく。その上で，グローバル経営が進展する中で，新製品や

新技術の開発，新市場の開拓，新規事業の創出などのイノベーション活

動の担い手としての高度外国人を国内に限らずグローバルな観点から採

４）実態調査研究の一部として，経済産業省経済産業政策局『グローバル人材マ
ネジメント研究会』報告書，２００７年５月，労働政策研究・研修機構『企業に
おける高度外国人材の受入れと活用に関する調査』２０１３年５月，日本総合研
究所『高度人材受入れの経済的効果推計に関する調査報告書』２０１１年１１月，
同『高度外国人材の受け入れニーズ等に関する調査』報告書（平成２４年度産
業経済研究委託事業），２０１３年２月等があげられる。

５）高度外国人の活用によるイノベーション活動への意義については，安田聡子
「外国人高度人材のグローバル移動とイノベーション」『中小企業総合研究』
第６号，２００７年３月，三浦秀之「外国人高度人材の日本への移動をめぐる一
考察」『杏林社会科学研究』第２９巻１号，２０１３年６月などの研究がみられる。
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用し，活用していく人材マネジメントのあり方について考察していく。

具体的には，経営のグローバル化が進展し，かつ我が国若年労働人口

の減少が予想される中で，我が国での外国人労働者の受入れ状況を踏ま

えつつ，グローバルな企業競争力に資するイノベーション活動に係る担

い手としての高度外国人材を，在留資格の分野に基づいて再整理し，対

象とする。その上で，改め高度外国人材の受入れや活用状況を踏まえて，

その意義および課題について概観していく。次いで，高度外国人材の国

内就労の活用だけではなく，日本企業によるグローバルな視点での最適

経営を志向するグローバル経営の進展段階に応じたイノベーション活動

に係る担い手としての高度外国人材を，特定の国・地域のイノベーショ

ン活動を担う現地イノベーション人材と，グローバルな視点からイノ

ベーション活動を担うグローバル・イノベーション人材とに大別し，高

度外国人材を採用し，活用していく人材マネジメント・システムについ

て考察していく。

Ⅱ 高度外国人の受入れと活用

１ 外国人労働者の受入れ状況

今後，日本経済の担い手となる若年労働人口の減少が予想される。そ

の中で，イノベーション活動にかかわらず日本経済の活性化へ対応して

いく上で，出生率の改善をはじめ，女性や高年齢者の活用，外国人労働

者の活用が必要となってくる。その中で，外国人労働者の受入れについ

て，平成１９年に外国人雇用の届出が義務化されて以降の外国人労働者数

の推移を表１よりみていく。平成２０年の４８６，３９８人から年々増加し，平

成２７年１０月末時点で９０７，８９６人と過去最高を記録している。また外国人

労働者を雇用する事業所も，平成２０年の７６，８１１事業所から平成２７年の

１５２，２６１事業所へと倍増し，かつ１事業所の平均雇用外国人労働者数も

６人前後で堅調に推移している。しかも外国人労働者の受入れとして，
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今後５年で外国人社員の採用を増やしたいと考えている企業は４６．４％に

のぼるなど６），今後我が国での外国人労働者の受入れが進むものと考え

られる。

しかしながら他方で，我が国における外国人労働者の受入れについて

は，高度外国人材の基準を満たさない，いわゆる非高度外国人材の受入

れに対する慎重な姿勢から，我が国全就業者に占める外国人労働者の割

合は約１．３４％にとどまっている。しかも企業による人材活用の方針とし

て，外国人社員の活用を重視している企業は１２．５％に対して，重視して

いない企業は８１．８％と７），現在のところ日本企業による人材の活用方針

として外国人労働者の活用はそれ程重視されていない状況にある。ただ

し非高度外国人の労働力としての受入れは，開発途上国における人材育

成を通した技術移転による国際貢献を主たる目的に１９９３年に創設された

技能実習制度を通して実質的に雇用され，補完される形となっている。

６）経済産業省産業人材政策室『高度人材ポイント制の見直しについて』２０１３年
５月１日，３頁。

７）労働政策研究・研修機構『外国人留学生の採用に関する調査』２００８年３月，
９頁。

表１ 外国人労働者数の推移
平成２０年 平成２１年 平成２２年 平成２３年 平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成２７年

外 国 人
労働者数

４８６，３９８ ５６２，８１８ ６４９，９８２ ６８６，２４６ ６８２，４５０ ７１７，５０４ ７８７，６２７ ９０７，８９６

専門的・
技術的分
野

８４，８７８ １００，３０９ １１０，５８６ １２０，８８８ １２４，２５９ １３２，５７１ １４７，２９６ １６７，３０１

技能実習 ９４，７６９ １１２，２５１ １１，０２６ １３０，１１６ １３４，２２８ １３６，６０８ １４５，４２６ １６８，２９６

事業所数 ７６，８１１ ８５，２９４ １０８，７６０ １１６，５６１ １１９，７３１ １２６，７２９ １３７，０５３ １５２，２６１

注：平成２１年以前の技能実習は特定活動の数値を示す。
専門的・技術的分野は，同分野で在留資格を有する外国人労働者数を示す。

資料）厚生労働省「外国人雇用状況の届出」各年版より作成。
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表１の技能実習としての受入れも，平成２０年の９４，７６９人から平成２７年の

１６８，２９６人へと専門的・技術的分野での高度外国人と並ぶ受入れサイド

での労働力として雇用されている。

いずれにしても我が国労働人口の減少へ対応するため，１９８９年の入管

法の改正を契機に専門的・技術的分野における外国人労働者の受入れが

推進されたことをはじめ，政府による日本国内で必要とされる外国人労

働者の受入れを円滑に行う技能実習制度などの推進策により，近年我が

国での外国人労働者の受入れは増加している。

２ 在留資格による高度外国人の受入れ状況

外国人労働力の中でも，異なる教育や文化等を背景とした外国人なら

ではの発想や思考方法は，新製品や新技術の開発，新市場の開拓など企

業のイノベーション活動を実現していく上で重要な要素となる８）。そう

した異文化を背景とした外国人材の受入れにより，研究開発をはじめ，

企画・営業，経営管理活動において多様な考え方がもたらされ，イノ

ベーション活動の活性化が期待される。また才能ある卓越した高度人材

を求める企業，大学，研究機関での獲得競争を通して，高度外国人材の

受入れや活用基盤の整備などイノベーション活動に向けた組織活性化の

効果にも期待される。こうした点から，イノベーションの活性化をめざ

す「経済財政改革の基本方針２００８」において，高度外国人材の受入れが

重要課題として位置づけられている９）。あるいは高度外国人材の予備軍

として考えられる留学生１０）に対しても，文部科学省は２００８年より「留学

生３０万人計画」を基に１１）多くの留学生を受入れ，日本を熟知した留学生

８）「高度人材は我が国の生産性向上への貢献が期待され，……異なる文化的背景
を持つ人々の交流による創造的な研究開発環境の活性化も期待できる」と，
異なる文化的背景を持つ高度人材の重要性が『通商白書２００５』において指摘
されている。経済産業省編，同白書，２５６～２５７頁。

９）経済財政諮問会議『経済財政改革の基本方針２００８』平成２０年６月２７日。
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の国内就労を政策的に支援することで，一定水準以上の学力と能力を

持った，いわゆる高度外国人材と呼ばれる労働力を確保し，少子化によ

る若年労働力の減少やグローバル経営へ対応する施策が進められている。

このような施策により，外国人労働者の中で在留資格において専門

的・技術的分野に属す高度外国人労働者の受入れ数について先の表１よ

りみていくと，平成２０年の８４，８７８人から平成２７年の１６７，３０１人へと倍増

している。また外国人労働者数全体に占める専門的・技術的分野での外

国人労働者数の比率も，約１７．５％から１８．４％へと０．９ポイント上昇し，

外国人労働者の中で高度外国人の比率が高まりつつある。

いずれにしても我が国における在留資格でみる高度外国人材の受入れ

については，就労者全体の中で依然として小規模に留まっているが，我

が国での高度外国人材や留学生，技能実習生を積極的に受入れる方針や

施策をとってきた結果，増加基調で推移している。

３ 高度外国人材

我が国において在留資格で専門的・技術的分野の高度外国人の受入れ

が進む中で，高度外国人材の概念について改めてみていく。高度人材受

入推進会議によると１２），「国内の資本・労働と補完関係にあり，代替す

ることが出来ない良質な人材」で，「わが国の産業にイノベーションを

もたらすとともに，日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働

市場の発展を促し，我が国労働市場の効率性を高めることが期待される

人材」で，現行の就労可能な専門的・技術的分野の在留資格を有する外

１０）留学生の受入れが将来の高度人材の拡大につながる可能性がOECDで指摘さ
れており，留学生の将来高度外国人材の予備軍としての可能性の強いことが
窺われる。OECD, International Migration Outlook, Part II,３０ June２００９.

１１）文部科学省『留学生３０万人計画』平成２０年７月２９日。
１２）高度人材受入推進会議『外国人材受入政策の本格的展開を』２００９年５月２９日，

１，４頁。
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在留資格分野
技術
企業内転勤
人文知識
国際業務
技能
投資・経営
研究
教授
教育

大卒ホワイトカラー，技術者

外国人特有又は特殊な能力等を活かした職業

高度な専門的職業

職業

法律・会計業務

国人労働者と定義されている。

就労可能な専門的・技術的分野に該当する主な在留資格として，厚生

労働省によるカテゴリーでは，人文知識・国際業務，技術，教育，技能，

企業内転勤，投資・経営など１１種類があげられている１３）。出入国管理法

上就労目的で在留が認められる専門的・技術的分野の中で，外国人特有

の能力を活かしてイノベーション活動により産業の高度化やグローバル

経営に関連し，影響を及ぼす高度外国人材の分野として，図１の１０分野

があげられる。すなわち技術者やシステムエンジニアなど機械工学分野

などでのイノベーション活動への貢献が期待される「技術」をはじめ，

外国企業からの出向や転勤者として海外勤務の経験を有し，経営の国際

業務に資する「企業内転勤」，企画・営業・経理などの事務職で専門能

力を有し，市場開拓や開発成果の事業化の推進に資する「人文知識」，

外資系企業での経営者・管理者として経営管理の実務経験を有し，グ

ローバル経営の運営に資する「投資・経営」，高度な学術研究の能力を

１３）厚生労働省：我が国で就労する外国人のカテゴリー，http:／／www.mhlw.go.
jp／bunya／koyou／gaikokujin１６／

図１ 専門的・技術的分野での高度外国人材
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有し，専門領域での研究開発により産業高度化の基盤づくりに資する

「研究」や「教授」，弁護士・会計士の専門知識を有し，取引や契約な

ど事業運営上の貢献が期待される「法律・会計業務」，語学教師・通訳・

翻訳などにより海外事業活動で不可避のスムーズなコミュニケーション

や異文化理解での貢献に期待される「国際業務」や「教育」，建築や加

工など特殊能力により事業化への貢献が期待される「技能」などの在留

資格の分野での外国人労働者が，グローバル経営に向けたイノベーショ

ン活動に関連する高度外国人材として考えられる。

そこで本稿では，イノベーション活動によりわが国産業の高度化やグ

ローバル経営に関連する高度外国人材として，研究ないし技術開発をは

じめ，企画・営業職で市場開拓を担う開発者やエンジニアなどの高度な

専門的業務を担う人材，海外事業での経営管理を担当する人材，語学力

やコミュニケーション能力，異文化理解により海外事業活動をスムーズ

に推進する上で支援的な役割を果たす人材，外国人特有の能力を活かし

た法務・会計などの専門職を担う人材で，教育レベルでみると日本及び

海外の大学・大学院以上の一定の学力を有し，就労可能な在留資格を有

する人材を対象として取り扱う。その他，出入国管理法上就労目的で在

留が認められた外国人の中で，高度外国人材として高度学術研究・専門

技術・経営管理活動などによりポイント制で優遇措置を受ける「特定活

動」の分野や日本で一定の学力を蓄積し，日本語や日本の文化習慣を理

解した上で国内就労はもとより，現地経営の担い手として将来高度外国

人材の予備軍と考えられる「留学」で在留資格を有する人材も，グロー

バル経営に向けたイノベーション活動に係る高度外国人材とみなすこと

ができよう。

いずれにしても産業の高度化やグローバル経営の推進に向けたイノ

ベーション活動に資する高度外国人材として，本稿では日本および海外

の大学・大学院以上の学歴を有し，あるいはそれに相当する実績をあげ
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た者で，理工学系の自然科学や社会科学系の学術領域で専門知識を持ち，

産業の高度化やイノベーション活動に資する「研究」や「技術」，「教授」

をはじめ，海外事業に不可避の業務経験や経営管理の能力を有する「投

資・経営」や「企業内転勤」，企画・営業など市場開拓に資し，あるい

は海外事業での円滑なコミュニケーションや異文化理解に資する「人文

知識・国際業務」，「教育」，さらに事業化を推進するにあたって専門職

としての契約や交渉，特殊能力の発揮などでの貢献に期待される「法

律・会計」や「技能」，およびポイント制により優遇措置を受ける高度

外国人材を含む「特定活動」や将来高度外国人材の可能性をもつ「留学」

の分野で在留資格を有する外国人材を広義に捉えることとする１４）。

４ 高度外国人材の受入れ状況

そこで，本稿で広義に規定した高度外国人材の範疇からその受入れ状

況について改めてみていく。まずは表２より，在留資格によるフローと

して年度ごとの新規高度外国人の入国者数をみていく。就労で在留資格

のある高度外国人の小計でみると，平成２０年までは増加傾向で推移し

３５，８７８人を記録したが，その後リーマンショックなど世界同時不況の影

響を受けて平成２２年には２２，７８４人まで減少した。しかしながら平成２３年

から増加に転じ，平成２７年には３９，１８１人と過去最高に達している。分野

別には，平成２７年時点で人文知識・国際業務と統合した技術分野の

１４）マロームは，高度外国人材として，１．経営者や管理者など企業内移動の転
勤族（managers and executives），２．経済的要因に強く反応するエンジニ
アや技術者（engineer and technicians），３．卓越した研究実績があり，科学
技術のコミュニティへ参加する科学者・研究者（academics and scientists），
４．起業家精神旺盛でかつそれを支持する社会経済システムへ移動する起業
家（entrepreneurs），５．研究機会によって移動する留学生（students）の５
つに分類している。安田聡子，前掲稿，３２～３３頁。Mahroum, Sami, Highly
Skilled Globetrotters: Mapping the international migration of human capital,
R & D Management, Vol.３０, No.１,２０００, pp.２３―３１.
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表２ 高度外国人の新規入国者数の推移
年度

分野 平成１２年 平成１３年 平成１４年 平成１５年 平成１６年 平成１７年 平成１８年 平成１９年

投資・経営 ８６３ ６８１ ５６６ ５９８ ６７５ ６０４ ７７７ ９１８
法律・会計 ３ ５ １ ４ ０ ２ ３ ８
研 究 １，０３６ ７９３ ７８２ ６４７ ５７７ ６０７ ５５５ ５５９
教 育 ３，３２３ ３，２９６ ３，３３７ ３，２７２ ３，１８０ ２，９５４ ３，０７０ ２，９５１
教 授 １，９４１ ２，０２４ １，９６６ ２，３０３ ２，３３９ ２，２５３ ２，３８０ ２，３６５
技 術 ３，３９６ ３，３０８ ２，７５９ ２，６４３ ３，５０６ ４，７１８ ７，７１５ １０，９５９
人文知識・
国際業務 ７，０３９ ６，９４５ ６，１５１ ６，８８６ ６，６４１ ６，３６６ ７，６１４ ７，４２６

企業内転勤 ３，８７６ ３，４６３ ２，９００ ３，４２１ ３，５５０ ４，１８４ ５，５６４ ７，１７０
技 能 ３，５２９ ２，１１８ １，７９２ １，５９２ ２，２１１ ３，０５９ ４，２３９ ５，３１５
小 計 ２５，００６ ２２，６３３ ２０，２５４ ２１，３６６ ２２，６７９ ２４，７４７ ３１，９１７ ３７，６７１
特定活動 ４，３６４ ４，７２２ ４，８９０ ５，８７６ ６，４７８ ６，９５８ ７，４４６ ８，００９
留 学 １９，５０３ ２３，４１６ ２４，７３０ ２５，４６０ ２１，９５８ ２３，３８４ ２６，６３７ ２８，７７９
合 計 ４８，８７３ ５０，７７１ ４９，８７４ ５２，７０２ ５１，１１５ ５５，０８９ ６６，０００ ７４，４５９

年度
分野 平成２０年 平成２１年 平成２２年 平成２３年 平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成２７年

投資・経営 ９１９ ８５７ ８９６ ８３８ ８２０ ６３２ ９８４ １，３５２
法律・会計 ２ ４ ３ ４ ４ ０ ３ ０
研 究 ５６３ ５９２ ５２８ ４２３ ４３８ ４３７ ４２９ ３５６
教 育 ２，９３０ ２，４９９ ２，３３９ ２，５４０ ２，３１２ ２，３６６ ２，５２６ ３，０２０
教 授 ２，４５６ ２，６３９ ２，６３９ ２，４２０ ２，５９５ ２，６６２ ２，７０９ ３，１４０
技 術 ９，２１２ ３，３６３ ２，８５２ ４，１７８ ５，２１６ ５，３８７ ７，６６２
人文知識・
国際業務 ５，６９０ ４，１６７ ４，１１３ ４，６５８ ４，９９３ ５，３５４ ６，６０８ １７，６９０

企業内転勤 ７，３０７ ５，２４５ ５，８２６ ５，３４８ ６，１２６ ６，２４５ ７，２０９ ７，２０２
技 能 ６，７９９ ５，３８４ ３，５８８ ４，１７８ ４，９１０ ２，０３０ ２，３６０ ６，４２１
小 計 ３５，８７８ ２８，１１３ ２２，７８４ ２４，５８７ ２７，４１４ ２２，７５２ ３０，４９０ ３９，１８１
特定活動 ８，４１３ ９，８６３ １１，９７２ １２，９５４ １２，６５９ １０，７１１ １０，６６１ １４，９８０
留 学 ３４，００５ ３７，８７１ ６３，４７８ ４９，９３６ ５７，５７９ ７０，００７ ８２，４６０ ９９，５５６
合 計 ７８，２９６ ７５，８４７ ９８，２３４ ８７，４７７ ９７，６５２ １０３，４７０ １２３，６１１ １５３，７１７

注）平成２７年より，技術は人文知識・国際業務に統合された数値を表す。
資料）法務省入国管理局編『出入国管理白書』各年度版より作成。
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１７，６９０人（４５．１％）が最も多く，次いで「企業内転勤」の７，２０２人（１８．４％），

同年に急増した「技能」の６，４２１人（１６．４％），「教授」の３，１４０人（８％），

「教育」の３，０２０人（７．７％）が続き，「投資・経営」の１，３５２人（３．５％）

となっている。さらに「特定活動」と「留学」を含めた高度外国人の合

計では，平成２０年までは堅調に増加し７８，２９６人に達し，平成２１年には若

干減少したが，その後順調に増加し続け平成２７年には１５３，７１７人と，小

計の４倍近くの入国者数を記録している。それは，合計人数の６４．８％の

２／３近くを占める「留学」による入国者数の増加に大きく起因する。

この点からも，「留学」による新規入国者が将来我が国の高度外国人の

受入れに大きく寄与する可能性を示しているともいえる。

次に，表３より在留資格によるストックとしての高度外国人の登録者

数をみていく。登録者数でみても，フローの新規入国者数と同様，就労

で在留資格のある高度外国人の小計では，平成２０年までは堅調に増加し

１９２，９６２人に達し，その後やや停滞し，平成２６年から再び増加に転じ，

平成２７年には２２８，６３４人を記録している。分野別には，フローと同様，

人文知識・国際業務・技術分野の１３７，７０６人（６０．２％）が最も多く，次

いで「技能」の３７，２０２人（１６．３％），「投資・経営」の１８，１０９人（７．９％），

「企業内転勤」の１５，４６５人（６．８％），「教育」の１０，６７０人（４．７％），「教

授」の７，６９６人（３．４％）となっている。さらに「特定活動」と「留学」

を含めた高度外国人の合計でも，平成２２年までは堅調に増加し４６６，６４０

人に達し，その後減少したが平成２５年から回復し，平成２７年には

５１２，４８８人の最高を記録し，小計の２．２倍近くの登録者数となっている。

これも，登録者数合計人数の４８．１％を占める「留学」による増加が大き

く起因し，ここでも「留学」が将来我が国の高度外国人の受入れに大き

く寄与する可能性を示しているといえる。

さらに将来我が国での高度外国人材として国内就労での受入れや出身

国をはじめとした海外事業活動への活用が期待される「留学」から，国

高度外国人の活用によるイノベーション活動
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表３ 高度外国人の登録者数の推移
年度

分野 平成１２年 平成１３年 平成１４年 平成１５年 平成１６年 平成１７年 平成１８年 平成１９年

投資・経営 ５，６９４ ５，９０６ ５，９５６ ６，１３５ ６，３９６ ６，７４３ ７，３４２ ７，９１６
法律・会計 ９５ ９９ １１１ １２２ １２５ １２６ １４１ １４５
研 究 ２，９３４ ３，１４１ ３，３６９ ２，７７０ ２，５４８ ２，４９４ ２，３３２ ２，２７６
教 育 ８，３７５ ９，０６８ ９，７１５ ９，３９０ ９，３９３ ９，４４９ ９，５１１ ９，８３２
教 授 ６，７４４ ７，１９６ ７，７５１ ８，０３７ ８，１５３ ８，４０６ ８，５２５ ８，４３６
技 術 １６，５３１ １９，４３９ ２０，７１７ ２０，８０７ ２３，２１０ ２９，０４４ ３５，１３５ ４４，６８４
人文知識・
国際業務 ３４，７３９ ４０，８６１ ４４，４９６ ４４，９４３ ４７，６８２ ５５，２７６ ５７，３２３ ６１，７６３

企業内転勤 ８，６５７ ９，９１３ １０，９２３ １０，６０５ １０，９９３ １１，９７７ １４，０１４ １６，１１１
技 能 １１，３４９ １１，９２７ １２，５２２ １２，５８３ １３，３７３ １５，１１２ １７，８６９ ２１，２６１
小 計 ９５，１１８ １０７，５５０ １１５，５６０ １１５，３９２ １２１，８７３ １３８，６２７ １５２，１９２ １７２，４２４
特定活動 ３０，４９６ ３８，９９０ ４７，７０６ ５５，０４８ ６３，３１０ ５９，７５５ ７３，５８０ ８９，０３３
留 学 ７６，９８０ ９３，６１４ １１０，４１５ １２５，５９７ １２９，８７３ １２９，５６８ １３１，７８９ １３２，４６０
合 計 ２０２，５９４ ２４０，１５４ ２７３，６８１ ２９６，０３７ ３１５，０５６ ３２７，９５０ ３５７，５６１ ３９３，９１７

年度
分野 平成２０年 平成２１年 平成２２年 平成２３年 平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成２７年

投資・経営 ８，８９５ ９，８４０ １０，９０８ １１，７７８ １２，６０９ １３，４３９ １５，１８４ １８，１０９
法律・会計 １５４ １６１ １７８ １６９ １５９ １４９ １４３ １４２
研 究 ２，２８５ ２，３７２ ２，２６６ ２，１０３ １，９７０ １，９１０ １，８４１ １，６４４
教 育 １０，０７０ １０，１２９ １０，０１２ １１，７７８ １０，１２１ １０，０７６ １０，１４１ １０，６７０
教 授 ８，３３３ ８，２９５ ８，０５０ ７，８５９ ７，７８７ ７，７３５ ７，５６５ ７，６９６
技 術 ５２，２７３ ５０，４９３ ４６，５９２ ４２，６３４ ４２，２７３ ４３，０３８ ４５，８９２
人文知識・
国際業務 ６７，２９１ ６９，３９５ ６８，４６７ ６７，８５４ ６９，７２１ ７２，３１９ ７６，９０２ １３７，７０６

企業内転勤 １７，７９８ １６，７８６ １６，１４０ １４，６３６ １４，８６７ １５，２１８ １５，３７８ １５，４６５
技 能 ２５，８６３ ２９，０３０ ３０，１４２ ３１，７５１ ３３，８６３ ３３，４２５ ３３，３７４ ３７，２０２
小 計 １９２，９６２ １９６，５０１ １９２，７５５ １９０，５６２ １９３，３７０ １９７，３０９ ２０６，４５０ ２２８，６３４
特定活動 １０４，９９０ １０９，７９３ ７２，３７４ ２２，７５１ ２０，１５９ ２２，６７３ ２８，００１ ３７，１７５
留 学 １３８，５１４ １４５，９０９ ２０１，５１１ １８８，６０５ １８０，９１９ １９３，０７３ ２１４，５２５ ２４６，６７９
合 計 ４３６，４６６ ４５２，２０３ ４６６，６４０ ４０１，９１８ ３９４，４４８ ４１３，０５５ ４４８，９７６ ５１２，４８８

注）平成２７年より技術は，人文知識・国際業務と統合された数値を表す。
資料）法務省入国管理局編『出入国管理白書』各年度版より作成。
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内就労を目的とした在留資格の変更許可件数の推移を表４からみていく。

ここでも，新規入国者数の推移と同様，平成２０年までは順調に増加し

１０，９７８件に達し，その後世界同時不況の影響により平成２２年に７，７４９件

まで減少したが，平成２３年より増加に転じ，平成２６年には１２，７８１件に達

している。分野別には，企画・営業職や語学力などコミュニケーション

能力を有する「人文知識・国際業務」の８，７５８件（６８．５％）が最も多く，

「技術」の２，７４８件（２１．５％）の両分野を合わせると９割を占めている。

表４ 留学から国内就労を目的とした在留資格の変更許可件数の推移
年度

分野
平成
１０年

平成
１１年

平成
１２年

平成
１３年

平成
１４年

平成
１５年

平成
１６年

平成
１７年

平成
１８年

投資・経営 ３５ １５ ２６ ４４ ３９ ３８ ５３ ２８ ３６

研 究 ８５ １３８ ９１ １１８ ９７ ９０ １１４ ９２ １０４

教 育 １４ １２ ８ １５ １３ １０ ２２３ １８ ２０

教 授 １３２ ２１５ ２３４ ２２８ ３４６ ３７１ ３８８ ３３５ ４０１

技 術 ７２１ ８３８ ６６７ １，００８ ７２７ ８４９ １，２３３ １，２００ １，７２０

人文知識・
国 際 業 務

１，３８０ １，７４３ １，６３２ ２，１１８ １，９４９ ２，３７８ ３，４１７ ４，１５９ ５，９３８

技 能 ３ ２ ３ ７ １１ ５ ５ ８ ５

合 計 ２，３７０ ２，９６３ ２，６６１ ３，５３８ ３，１８２ ３，７４１ ５，４３３ ５，８４０ ８，２２４

年度
分野

平成
１９年

平成
２０年

平成
２１年

平成
２２年

平成
２３年

平成
２４年

平成
２５年

平成
２６年

投資・経営 ６１ １２８ １２８ ２７５ ２９１ ３５６ ３２１ ３８３

研 究 ８７ １１１ ９７ ９３ ７８ １１９ １０７ １２４

教 育 ２３ ２９ ３１ ４６ ４６ ４１ ５１ ５９

教 授 ４１６ ４３０ ４４４ ５１２ ４１９ ５８８ ６３４ ７０４

技 術 ２，３０４ ２，４１４ ２，１５４ １，３９０ １，６７０ ２，２２７ ２，４２８ ２，７４８

人文知識・
国 際 業 務

７，３０４ ７，８６３ ６，６７７ ５，４２２ ６，００６ ７，５６５ ７，９６２ ８，７５８

技 能 ６ ３ ４ １１ １１ ４ ４ ５

合 計 １０，２０１ １０，９７８ ９，５３５ ７，７４９ ８，５２１ １０，９００ １１，５０７ １２，７８１

資料）法務省入国管理局編『出入国管理白書』各年度版より作成。
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このことから，就学としての「留学」からは高度外国人としての「人文

知識・国際業務」や「技術」分野での就労を目的とした在留資格の変更

が中心となっていることが看取される。それは，将来高度外国人材の候

補と考えられる留学生の就労として「人文知識・国際業務」や「技術」

分野での位置づけが大きくなると換言される。

５ 高度外国人の採用と活用状況

わが国企業によるグローバル経営の進展に向けたイノベーション活動

に対して，高度外国人の採用や活用の必要性が高まってくる。なかでも

現地密着型のグローバル経営に向けたイノベーション活動においては，

現地の市場ニーズや技術情報を熟知し，人脈をはじめ種々のネットワー

クを有する研究技術者や企画・営業者，および現地の経営事情を熟知し，

開発成果を適切に事業化していく能力や経験ある経営管理者，あるいは

現地はもとより本国とのスムーズな調整に資する異文化理解やコミュニ

ケーション能力を有する高度外国人材の活用の必要性が高まってくる。

その中で，高度外国人の活用状況について経済産業省委託事業調査よ

りみていく１５）。５２．４％の半数以上の日本企業で，なかでも海外拠点のあ

る企業においては８１．５％で，どちらかといえばを含めて将来高度外国人

の活用が重要であると考えられており，海外事業の実績ある企業におい

て高度外国人活用の重要性がより高まることが理解される。また高度外

国人を活用する前提として，日本企業におけるその雇用方針について，

高度外国人材を「雇用している」企業は３７．２％で，「雇用する予定」の

企業は６．７％，「以前雇用していた」企業は５．１％と，合計４９．０％の半数

の企業で高度外国人の雇用実績や予定がみられる。企業規模別には，従

１５）クオリティ・オブ・ライフ『日本企業における高度外国人材の採用・活用に
関する調査報告書』（平成２４年度経済産業省委託事業），２０１２年１月，１１～１６，
２４～２５頁。
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業員５，０００人以上の企業で高度外国人材を「雇用している」企業は７２．７％

と，海外拠点を多く持つ大規模企業ほど必然的に高度外国人の雇用に対

する積極的な取り組み姿勢がみられる。このことからも，在留資格のあ

る高度外国人の雇用が，単に国内就労での活用だけでなく，海外事業経

験のある企業において強く意識され，海外事業活動に大きく関連してい

ることが窺われる。

採用職種については，「営業・販売」（３５．８％）や「システム開発・設

計」（３０．２％）の営業職や開発設計職の他，「生産・製造」（２０．３％），「国

際業務」（１９．８％）となっている。また今後増加する採用職種としては，

「国際業務」（１４．７ポイント増）をはじめ，「マーケティング・商品開発」

（１２．３ポイント増），「営業・販売」（１１．４ポイント増），「研究開発」（７．５

ポイント増）であった。高度外国人材の採用職種において，確かに一方

で外国人という異質な発想やアイデアを活用すべくシステム開発や研究，

技術開発に係る職種においてみられる。しかしながら他方で，国内での

生産や営業関連を含めて国際業務での採用の多いことから，在留資格で

の高度外国人材の受入れが，単に国内就労だけに限らず，将来現地法人

などでの海外事業活動に備えた事業運営上の専門能力を活用すべき職種

での採用が窺われる。

採用対象について，過去５年間の採用実績ある企業でみると，留学生

の新卒採用が６５．６％と最も多く，また日本や海外の大学を卒業し，日系

企業に勤めた後の転職者を含めたキャリア採用の３６．３％，海外大卒者の

新卒採用が２０．８％であった。このことより，活用すべき高度外国人の採

用対象も，日本への留学により一定の学力や日本語能力を持ち，かつ日

本の事情を周知した留学生の新卒者が，日本人の新卒採用と同様，高度

外国人材の採用対象の中心となっていることが看取される。この採用対

象からも，在留資格での「留学」が将来高度外国人材の一翼を担う大き

な潜在要員としてみなすことができる。あるいは本国での経営管理など
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の基本を学ばせた後にアジア各国の工場へ配置する計画から，現地の大

卒者を採用しているサンライズ工業にみられるように海外の大学卒業者

の採用対象もみられる。

また採用対象として最も多い留学生の募集方法としては，「ホーム

ページ」，「インターネットの求人サイト」，「就職セミナー」，「会社説明

会」などを通して日本人と同じ方法で募集されている。いずれにしても

日本企業における高度外国人の採用は，日本人新卒者と同様，一定の学

力や専門能力をもつ留学生や海外の大学新卒採用を対象に行われている。

かわって高度外国人を採用する目的については，「国籍に関係なく優

秀な人材の確保」が６９．８％で最も多く，次いで「海外との取引に関する

業務を行うため」の４８．６％，「本社のダイバーシティ（人材多様化）政

策の一環」と「自社（グループ）海外現地法人との調整業務」の２７．８％，

「新規に海外への事業展開を行うため」が２４．５％とつづいている。この

ことより，高度外国人材の採用実績のある企業においては，とくに海外

取引や海外事業活動の進展に伴い本国との間でスムーズに海外事業を展

開していく上で必要な人材として，技術や技能，企画や営業などで優れ

た人材をはじめ，外資系企業など海外で経営管理の経験をもつ高度外国

人を国籍にかかわらず採用し，人材の多様化を図っていくといった理由

が多くなっていることが理解される。

また将来の高度外国人の大きな潜在要員と考えられる留学生の採用に

あたって期待する資質としては，担当業務への適性以外に，「日本語力」

（６０％）や「コミュニケーション能力」（４０．８％）が多く１６），高度外国

人を採用する場合，担当業務への適性能力や専門能力はもとより，本国

や現地法人，海外取引先との業務運営や調整にあたって不可欠な語学力

１６）ディスコキャリアリサーチ『外国人留学生の採用に関する企業調査』２０１４年１０
月，６頁。
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を含む円滑なコミュニケーションの図られる能力・資質への期待が高く

なっている。さらに留学生に期待する将来の役割についても，確かに

「一般の日本人社員と同様に考えている」との企業が４８．９％と最も多く，

日本で採用することから日本人社員と同じ役割を期待する企業が多く

なっている。しかしながら他方で，「海外との取引を担う専門人材（海

外営業など）」（１９．３％）や「高度な技能・技術を生かす専門人材（研究

者，技術者など）」（１５．５％）など当該業務で国内外において専門能力を

発揮していく役割，ないし「海外の現地法人の経営幹部」（９．８％）や「会

社・会社グループ全体の経営を担う経営幹部」（３．０％）など現地法人を

含む国内外の事業拠点における経営者や管理者としての役割も求められ

ている１７）。こうした国内外での専門業務の役割の他，現地法人を含めた

経営管理職などの役割も一部で高度外国人材に求められていることから

も，高度外国人の採用が単に国内就労での活用にとどまらず，海外事業

活動と大きく関係してくることが理解される。

６ 高度外国人材活用の意義と課題

①高度外国人活用の意義

我が国において高度外国人材の受入れが高まる中で，高度外国人材を

活用する意義についてみていく。１つに，国内の人材に限らず優秀な高

度外国人材を広範に活用することで，国内はもとより海外事業活動を，

ひいては企業のグローバル経営をスムーズに推進していく上での意義が

あげられる。経営のグローバル化の進展に伴い，グローバル市場で取り

扱う製品・技術・サービスの開発や市場競争もより激化していく。それ

らの競争に対応していく上で，現地ないしグローバルな市場ニーズや技

１７）労働政策研究・研修機構『日本企業における留学生の就労に関する調査』２００９
年６月，１１頁。
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術情報を熟知し，イノベーション活動を通して事業競争力を発揮してい

く上で，高度な研究・技術力，企画・営業力，経営管理などの専門能力

をもつ卓越した人材が必要となり，国籍を問わないグローバルな観点か

ら高度外国人材を採用，活用できる意義をもつこととなる。また複数の

国や地域でのグローバル経営が進展するにつれ，本国や海外拠点同士で

の緊密な調整による経営が求められる。その中で，本国や各拠点同士で

のコミュニケーションや人脈を活用し，経営管理していく能力や経験を

有する人材の採用や活用が必要となる１８）。なかでも慣れない海外でのイ

ノベーション活動にあたり，現地での人的ネットワークをもつ高度外国

人材の確保は，将来の海外展開に大きな意義をもつこととなる。こうし

た人材に対して，国内だけではなく，グローバルな視点から優れた高度

外国人材を確保，活用することは，製品や技術開発，市場開拓のイノ

ベーションをはじめ，内外事業活動上の交渉・契約などの運営や展開を

円滑に進めていく上で意義をもつこととなる。

第２に，異質な文化的な背景をもつ高度外国人の活用によるイノベー

ション活動上への意義があげられる。今日多様な分野で企業競争力を強

化するための技術や製品開発，新市場の開拓を巡る企業間での競争が激

しくなり，既存の技術や事業の枠を超えたイノベーション活動が不可避

となってくる。世界各国で研究開発競争が行われているIT技術の分野

では，国籍にこだわらずグローバルな観点から優れた高度人材を確保し，

開発していく意義は大きいといえよう。すなわち新技術や新製品の開発，

新規事業や新市場の創出といった新しい価値を創造するイノベーション

活動の担い手として，日本人と異なった観点から物事を考え，思考する

研究や技術開発の進め方はもとより，企画や営業力などで現地の市場

１８）企業の海外進出やグローバル化により教育レベルの高い外国人材への需要が
増加することについて，受入れ国における企業ニーズとの関係からの指摘が
OECD, International Migration Outlook, Part I, Sep２００８, p.５６でみられる。
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ニーズを熟知し，多様な情報や人的ネットワークをもち，あるいはそれ

らをリーダーシップの発揮により事業化へ結び付けていく経営管理能力

をもつ高度人材を国内に限らずグローバルな観点から採用，活用する意

義は大きいといえよう１９）。とくに新しい価値を創出するイノベーション

活動のプロセスにおいて，異質の外国人をあえて活用することで既存の

スタイルを打破して新しい価値を創出する起爆剤として，あるいは高度

外国人のもつ多様な技術・市場情報，人脈のネットワークを通した異質

融合の効果が期待される２０）。ちなみに卓越した科学技術者の集まる地域

にイノベーションが群生するというズッカー／ダービーの主唱も，イノ

ベーション活動における卓越した技術者のネットワーク効果を主張する

ものである２１）。

いずれにしてもグローバルな市場競争に対応すべくイノベーション活

動に対して，現地の市場ニーズを熟知し，それに対応する技術情報や人

脈など種々のネットワークを有する高度な専門能力をはじめ，国内外の

事業拠点の調整をスムーズに行う異文化理解やコミュニケーション能力

およびリーダーシップを発揮する高度外国人材をグローバルな観点から

１９）我が国の持続的成長のためのイノベーション活動にとって，高度外国人材の
発想や能力・経験の活用が必要となることについては，高度人材受入推進会
議，前掲報告書，２頁を参照。

２０）高度外国人材を研究者の観点からみると，自然科学研究者の国際移動は，報
酬の他に個人的および所属組織間の研究開発上のネットワークに影響される
という村上の指摘からも，高度外国人の活用におけるネットワークの重要性
が窺われる。Murakami, Yukiko, Incentives for International Migration of
Scientists and Engineers to Japan, International Migration，Vol.４７, No.４,２００９,
pp.６７―９１. また高度人材の移動がグローバル経済に及ぼす影響として，知識流
通が国際的になり，研究・技術クラスターが国境を越えて形成されるという
研究・技術の集積，融合効果が指摘されている。OECD, International Mobility
of Highly Skilled Workers, in Paris on１１―１２ June２００１.

２１）Lynne G. Zucker and Michael R. Darby., Star Scientists and Institutional
Transformation: Patterns of Invention and Innovation in the Formation of
the Biotechnology Industry, Proceedings of the National Academy of Sciences,
Vol.９３No.２３, November１２,１９９６, pp.１２７０９―１２７１６.
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採用，活用する意義は大きいものとなる。

第３に，国内だけでなく，グローバルに通用する技術や市場情報，外

国人材ならではの発想という人材の多様化を通して，経営のグローバル

化におけるイノベーション活動に向けた社員の意識改革や組織活性化の

意義が期待される。すなわち外国人特有の論理的思考法や自己表現力，

向上心やハングリー精神，チャレンジ精神，語学力に優れた高度外国人

材を活用し，企業内で人材の多様化を推し進めることを通して，異文化

理解や海外事業活動への関心を高めるなど社員のグローバル経営への意

識を刺激し，組織活性化へつなげていく意義が期待される。

そこで，高度外国人にかかわらず外国人労働者一般の受入れによる日

本企業への影響について経済同友会の調査からみていく２２）。日本人社員

の語学研鑽への意欲向上をはじめ，海外赴任希望者の増加，異文化理解

の促進，他国の文化・習慣・語学に興味を持ち，勉強する社員増加の他，

社員の発想や思考が多様化し，社内のダイバーシティ促進など経営のグ

ローバル化に対する社員の語学や意識向上などの意識改革，思考方法な

どのダイバーシティ効果があげられている。

そうした中で，高度外国人を活用すべく採用実績のある日本企業にお

ける採用効果について，経済産業省の調査によりみていく。「グローバ

ルな視点の日本人への浸透」（４９．３％）をはじめ，「海外展開において言

語能力，人脈，文化理解を活用」（４４．１％），「多様な属性を活用する機

運が生まれる」（４２．６％），「外国人の成果に対するハングリー精神が周

囲を刺激」（２２．８％）など，採用を通して高度外国人の有する専門能力

よりも，むしろ経営のグローバル化に対する語学やグローバル意識など

社員への刺激や組織活性化の意義があげられている２３）。また留学生の採

２２）経済同友会『知日派・親日派外国人層の養成と日本企業のグローバル化促進
に向けて』２０１４年１月，６頁。
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用効果としても，「職場が活性化した」（２６．０％）をはじめ，「社員が国

際的視野を持つようになった」（２４．７％），「外国人留学生の母国語の勉

強を社員がするようになった」（１０．９％）と，高度外国人の採用効果と

同様，経営のグローバル化に対する語学や国際的視野など社員への刺激

や組織活性化の意義が留学生の採用効果としてあげられている２４）。この

ことから，高度外国人に限らず外国人労働者の採用や活用により，国内

就労における担当業務へのダイレクトな効果はもとより，むしろ社員の

語学研鑽，グローバル視点の導入や異文化理解，人材の多様性を通して

経営のグローバル化に対する社員意識への刺激など組織の活性化に対す

る意義が窺われる。

そして留学生の活用成果については，「期待通りに活用できている」

が「活用できていない」を１８．３ポイント上回る４８．６％と，過半数近くで

期待通りの活用成果が得られている。その結果，留学生の採用に対する

満足度についても，「量・質ともに満足」が５９．３％で，とくに「質に満

足」が７９．１％と２５），高度外国人材の予備軍と考えられる留学生の採用や

活用に対しては質的に満足な状態にあることが分かる。つまり現在のと

ころ日本全体の就労に占める高度外国人の割合は小さいが，企業レベル

では量的に確保でき，質的にも高度外国人材のもつ専門能力を活用し，

グローバル経営に対する社員への意識刺激など組織の活性化へ結び付け

ている点に意義がみられる。

②高度外国人活用上の課題

高度外国人の活用を通して，グローバル経営に対する組織活性化など

の意義がみられる。しかしながらその反面，高度外国人材の活用に際し

２３）経済産業省経済産業政策局，前掲グローバル人材マネジメント研究会報告書，
３４頁。

２４）労働政策研究・研修機構，前掲外国人留学生の採用に関する調査，１８頁。
２５）クオリティ・オブ・ライフ，前掲調査報告書，１８，３２頁。
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ての問題点も考えられ，その問題点について経済産業省委託調査からみ

ていく２６）。「日本人管理者の不足」（３５．４％）をはじめ，「社内での日本

語によるコミュニケーション能力不足」（３１．１％），「希望するキャリア

形成とに乖離がある」（２９．２％），「取引先での日本語コミュニケーショ

ン能力不足」（２１．２％）などがあげられている。このことから，高度外

国人材を受入れ，活用することは，確かに一面で日本企業における語学

研鑽や異文化理解などグローバル経営を促進する上での組織活性化の意

義に期待される。しかしながらその反面で，高度外国人材を活用すべく

日本での管理者不足をはじめ，日本語能力を中心とした職場内や取引先

とのコミュニケーションや意思疎通の問題がみられる。したがって高度

外国人材を確保し，活用するにあたっては，単なる労働需給の関係から

だけではなく，イノベーションの活性化やグローバル経営の目標を明確

に設定し，真に必要な高度外国人材を見極めた上で，受入れ部門での高

度外国人をマネジメントしていく管理者の養成をはじめ，異文化理解に

よるコミュニケーション能力に配慮した研修制度，および明確なキャリ

ア形成などを整備していくことが課題となる。

いずれにしても我が国企業がイノベーション活動を通してグローバル

経営を推進していく上で，高度外国人材の活用を重要な人材戦略として

位置づけ，高度外国人材の有する発想や専門能力，情報ネットワークや

経験を活用することが重要となってくる。しかしながら他面で，高度外

国人材の受入れや活用の認識は高まっているものの，我が国就労全体で

の高度外国人の受入れや活用は必ずしも十分に進んでいない状況にあっ

た。その要因として，これまで受入れや活用経験の少ない高度外国人に

対する管理者不足やキャリア形成を中心とした処遇など人事システムの

相違，日本語能力などコミュニケーション能力や異文化理解不足などで

２６）クオリティ・オブ・ライフ，同上調査報告書，３３頁。
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の制約が大きく，高度外国人材にとって日本企業での就労に魅力の欠け

る要因があげられる。そのため外国人ならではの発想や技術力などの専

門能力および海外勤務経験などを活用していく上での受入れ体制の整備

をはじめ，グローバル経営に向けて活躍するような適切な配置，将来の

キャリア形成などの処遇体制および生活環境面での整備が求められる２７）。

７ 高度外国人活用の環境整備

①高度外国人活用の施策

確かにグローバル経営に向けたイノベーション活動へ対応する上で高

度外国人材を採用，活用する意義がみられた。しかしながら高度外国人

材の予備軍と考えられる留学生に対して日本企業への就職を勧めたくな

い理由として，「外国人が出世するには限界がある」（７３．１％）をトップ

に，「日本企業は外国人の異文化を受け入れない」（６１．９％）や「評価基

準が不明確」（３１．３％）などの問題点があげられている。あるいは留学

生が日本企業へ就職する場合の障害として，「留学生を採用する企業が

少ない」（５０．７％）や「留学生に対する求人数が少ない」（５０．３％）など

の問題点があげられている。これらの指摘からも，キャリア形成の人材

マネジメントの相違をはじめ，異文化理解不足，外国人労働者に対する

採用や求人自体の少ないことが，外国人労働者受入れの大きな障害要因

となっていることが看取される。

そうした障害に対する施策としては，高度外国人材の潜在的要員とし

ての留学生の観点から，「日本人社員の異文化への理解度を高める」

（６４．９％）をはじめ，「外国人の特性や語学力を生かした配置・育成」

２７）高度外国人材の活用にあたっては，受入れの法制度の対応だけではなく，高
度外国人材への生活環境面での改善が重要であると，諸外国の紹介を踏まえ
て『通商白書２００６』において指摘されている。経済産業省編，同白書，２２８～
２３５頁。
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（５９．６％），「外国人向けの研修」（４０．５％）があげられている。あるい

は企業サイドの施策としても，「外国人の特性や語学力を生かした配

置・育成」（４４．７％）をはじめ，「学校で学んだ専門性を生かした配置・

育成」（３３．６％），「生活面も含めて相談できる体制の社内整備」（２６．２％）

などがあげられている２８）。このことより，高度外国人材の受入れや活用

にあたっては，国内外で活用すべき適切な配置はもとより，明確なキャ

リア形成につながる適切な人材育成策の他に，異文化理解や生活面での

支援策の整備を含めて高度外国人の求人や採用自体を増やしていく取り

組みが必要となることが分かる。

あるいは採用後５年を超えて正社員として勤続する高度外国人の割合

が「７割以上」の企業は４８．７％で，「４～６割」の企業が２１．８％，「３割

以下」の企業が２９．５％と，正社員として５年以上にわたって勤務する高

度外国人の割合は半数にすぎない状況にある２９）。そこで，高度外国人を

定着させて活用していくための施策としては，「語学力を活かした配

置・育成」（４８．１％）をはじめ，「専門性を活かした配置・育成」（３３．１％），

「相談体制の整備」（３３．１％），「職務分担の明確化」（２４．０％），「異文化

２８）労働政策研究・研修機構，前掲日本企業における留学生の就労に関する調査，
４７，４９，５５～５６頁。

２９）労働政策研究・研修機構，同上調査，１５頁。また長期にわたって勤続しない，
いわば人材流出の層としては，「大卒・大学院卒の中堅層（３５歳前後）」と「大
卒・大学院卒の若手」がともに２１．５％で，これに「現場の主任・監督層・ベ
テラン技術者」（１６．１％），「ベテランの部課長層」（７．６％）が続いている。こ
のことから，人材流出の主要な層としては，若手や中堅の高学歴者で将来の
キャリアアップをめざす高度人材が多く，こうした人材の定着を図ることが
高度人材の活用にとって大きな課題となることが理解される。労働政策研
究・研修機構『第４回日系グローバル企業の人材マネジメント調査結果』２００６
年１０月，６２頁。なお，外国人の定着率の低さに関して，外国人だから定着率
が悪いというイメージは６３．９％で当てはまらないとの回答から，国籍による
定着率の低さのイメージについては外国人も日本人と大差がないといえる。
経済産業省経済産業政策局，前掲グローバル人材マネジメント研究会報告書，
３７頁。
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への理解」（２１．４％），「成果重視の評価・処遇体制」（１９．５％）などの実

施比率が高くなっている３０）。このことから，高度外国人を採用し，長年

にわたって定着させて活用するためにも，例えばGlobal One Takedaと

の考えの下で国籍に係らず最適な人材が働くよう優秀な人材を適材適所

にグローバルに配置している武田薬品，あるいは優秀な人材を出身国に

とどまらず全世界の適所で活用し，より低コストで最大の価値を実現で

きるような人材配置を進めているIBMにみられるように，高度外国人材

の専門性を活かす適切な配置や育成策はもとより，キャリア形成など明

確な処遇策，日常生活でのスムーズなコミュニケーションや異文化理解

の図られる取り組みおよび環境整備が必要となることが分かる。

②高度外国人の活用上の条件整備

近年，高度外国人材の獲得競争が市場競争と同様グローバルに激化し

ていることから，その獲得がより困難になると予想される。したがって

今後高度外国人材の採用や活用を進めていくためにも，国家としての戦

略を明確にした上で高度外国人を採用，活用していく制度や条件，環境

整備が不可欠となる。日本では，既に２０１０年６月の「新成長戦略」にお

いてグローバル化への対応を高度外国人材の活用に求める指針が明確に

打ち出されている。すなわち日本経済を成長させるための施策として，

外国人教員・学生の受入れの促進をはじめ，外国人学生の日系企業への

就職支援など大学の国際化支援，および職歴や実績等で優れた外国人に

対してその経験や能力に応じてポイントを加算し，出入国管理制度上の

優遇措置を行う「ポイント制度」３１）など高度外国人材の活用施策の導入，

整備が進められている。ちなみに平成２５年１２月末時点において「高度人

材ポイント制」で認定された件数分野では，高度専門・技術分野の６８４

３０）労働政策研究・研修機構，前掲企業における高度外国人材の受入と活用に関
する調査，１１０頁。
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件が最も多く，高度学術研究分野の１３１件，高度経営・管理分野の５１件

となっており３２），高度専門技術や学術研究，ないし経営管理活動の分野

での，いわばイノベーション活動に資する高度外国人の分野での認定件

数が多く，受入れ制度面での一定の意義がみられる。

ただし労働政策研究・研修機構の調査によると，高度外国人材の採用

実績ある企業で高度外国人材を定着させるためには，「ポイント制」よ

りも「環境整備」の方が重要であるとの回答が４１．６ポイント上回る５０．３％

の過半を占めている３３）。このことから，我が国において高度外国人を受

入れ，定着させるためにも，制度のみならず環境面での整備が必要とな

ることが窺われる。環境整備の一つとして，外国企業の日本への誘致に

より外国人材の活躍の場を増やすことがあげられる。というのも一つに

在日外資系企業の設立による「企業内転勤」を通して，日本国内での高

度外国人の受入れが促進されるからである。なかでも外資系企業による

日本での研究開発拠点の設立は，企業内移動をはじめ，海外の優秀な研

究開発者や技術者の流入につながるなど高度外国人のグローバルな活躍

の拠点を形成する効果に期待される。このように外国企業の日本への誘

致が，優秀な外国人材の流入につながる好循環をもたらすような内なる

国際化の環境整備が必要となる３４）。

３１）早川は，高度外国人の受入れ促進策としてのポイント制の日本と諸外国の特
徴と課題を整理し，日本のポイント制の対象範囲が広すぎ，年収基準が低い
こと，在留資格付与や永住資格付与との関連性，帯同が認められる家事使用
人の法的保護など種々の課題を指摘している。早川智津子「入管政策の動向
と労働市場」『日本労働研究雑誌』№６３１，２０１３年，８２―９０頁。また高度外国人
材に対するポイント制として，政府によるポイント制の周知不足，さらなる
手続きの簡素化などの課題が三浦により指摘されている。三浦秀之，前掲稿，
７１～７２頁。

３２）法務省入国管理局『外国人労働者の受入について』平成２６年２月，１１頁。
３３）労働政策研究・研修機構，同上調査，７１頁。
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Ⅲ グローバル経営による人事課題

１ 海外事業活動の進展

日本企業による外国人材の活用としては，国内就労での受入れや活用

の他に，海外事業拠点での活用意義がみられた。現地法人の中で，現地

従業員をはじめ多くの外国人労働力を必要とする我が国海外製造業投資

についてみていく。２０１４年度の製造業の海外設備投資比率は前年度比

１．３ポイント減の２８．１％であったが，海外生産比率は前年度比１．４ポイン

ト増の２４．３％と過去最高を記録している。また現地法人の経営状況も，

売上高で前年度比１２．２％増の２７２．２兆円，経常利益も前年度比９．４％増の

１０．８兆円と概ね好調であった。さらに海外でのイノベーション活動に係

る現地法人での海外研究開発費も前年度比で１８．７％増の６，５３０億円，海

外研究開発費比率も前年度比で０．６ポイント増の５．３％といずれも過去最

高水準を記録している３５）。しかも海外事業に関する今後の方向性として

は，「これまで以上に海外重視」（２７．７％）と「これまでと同様に海外重

視」（１１．３％）を合わせて，３９％の企業で海外重視の方向性がみられる３６）。

３４）多国籍企業の内部労働移動は，途上国から先進国への一方的な頭脳流出では
なく，途上国への人材流入と技術移転によって途上国の経済発展を支えてい
ることが『平成４年版海外労働白書』で指摘されている。労働大臣官房国際
労働課編著，同白書，第７章第１節。また対内直接投資は研究開発，人材育
成，生産要素の効率的配置の点から重要であるとともに，高度人材の受入れ
による経済効果について『平成２１年版経済財政白書』で指摘されている。内
閣府，同白書，１７１～１８１頁。あるいは井口は，日本における専門的・技術的
労働者の受入れは，企業内転勤という多国籍企業の人事異動に左右されるこ
とから，直接投資の規模，多国籍企業による技術移転のニーズや国内におけ
る経営現地化の要請の強さ，海外で就労させる必要な労務コストといった
要因を検討している。井口泰『外国人労働者新時代』筑摩書房，２００１年，第
２章。

３５）経済産業省『第４５回海外事業活動基本調査概要』２０１４年度，７頁。
３６）日本生産性本部『２０１０年度人事部門が抱える課題とその取り組みに関するア

ンケート調査結果概要』，２頁。
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このような海外投資を牽引し，高収益を生み出している日本企業によ

る現地法人の設立目的について経済産業省の調査によると３７），「製品の

現地需要が旺盛又は今後の需要が見込まれる」（６７．５％）を主目的に，「納

入先を含む他の日系企業の進出実績がある」（３２．９％），「進出先近隣三

国で製品需要が旺盛又は今後の拡大が見込まれる」（２８．３％）と，既存

の海外事業活動の実績や現地ないしグローバル市場での旺盛な需要に対

応した海外進出が目的として捉えられ，「良質で安価な労働力が確保で

きる」（１９．６％）との理由は今や後退している。このことから，日本企

業による海外製造業投資も，これまでの単なる安価な労働力の活用と

いった日本からみたコスト合理化の目的による海外進出から，旺盛な海

外需要がみられ，為替変動の影響を受けにくい現地ないしグローバル市

場への本格的な対応をめざす海外事業活動の場として，したがって日本

市場を世界市場の一つとして捉えるグローバル経営に向けた海外展開を

迎えているといえる。そこでは，これまでの安価な労働力の確保など日

本からの経営を前提とした発想で海外市場へ対応するだけではなく，旺

盛な需要が見込まれ，そのため市場競争の激化が予想される現地ないし

グローバル市場へ本格的に対応していくための現地経営の進展３８），さら

には世界最適な観点からのグローバル経営がめざされることとなる。

３７）経済産業省，同上基本調査，１９頁。
３８）現地経営を進めていく利点として，「現地市場及び周辺国の市場を開拓・確保

しやすい」（６７．２％）をトップに，以下「顧客のニーズやマーケットの変化な
どに対応しやすい」（５７．７％），「低廉な労働力が確保できる」（３３．４％），「優
秀な人材が獲得できる」（２０．３％），「部品・原材料費並びに商品が調達しやす
い」（１７．６％），「現地政府の優遇策を得られる」（１５．４％）などがあげられ，
経営の現地化により優秀な人材の獲得をはじめ，現地情報の収集に基づく現
地市場への対応メリットが理解される。労働政策研究・研修機構，前掲第４
回日系グローバル企業の人材マネジメント調査結果，４９頁。
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２ 国際化の発展段階による人材マネジメントの課題

グローバル経営に向けて組織活性化などに意義のみられる高度外国人

材の採用や活用に係るグローバル経営の発展段階について，経済同友会

によると３９）図２のように３段階に分けられる。

①日本中心型

第１段階は，日本での経営を中心に考えて海外進出していくタイプで，

グローバル経営の初期段階にみられる「日本中心型」である。「日本中

心型」では，日本での経営の延長が中心となる海外進出であることから，

日本からの強力なコントロールの図られる海外拠点での外国人材の活用

やマネジメントが中心となる。

確かに本国からのコントロールが強い海外進出の初期段階の日本中心

型では，本国での雇用慣行や組織風土の中で培われた知識・技能や経営

ノウハウを現地で体現できる人材が現地法人へ送り込まれることとなる。

すなわち本社独自の強みを国内同様現地で体現するため，本国で培って

きた様々な経営ノウハウ，仕事の進め方，意思決定の取り方などの移転

に努められる。そのため，本国での担当業務に必要な専門能力はもとよ

り，本国での様々な経営ノウハウ，仕事の進め方などを理解，吸収し，

現地との意思疎通，コミュニケーションが図られ，現地で本国の価値を

体現できる高度外国人材が重視され，グローバルな観点から高度外国人

材をマネジメントしていくシステムを整備する必要性は低い。

②日本主導型

第２段階は，日本での経営を中心としつつ，本社（本国）と現地法人

の間での最適な連携を意識し，海外展開していくタイプで，現地経営が

浸透し始めた「日本主導型」である。「日本主導型」の海外拠点では，

３９）経済同友会『企業のグローバル競争力強化のためのダイバーシティ＆インク
レージョン』２０１４年５月，６～７頁。
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本社（本国）と各現地法人の間での最適な連携を図ることから，日本か

らの一方的な現地法人のコントロールというよりも，現地市場の変化へ

迅速に対応する最適な現地経営の浸透を図るために現地法人の自立性が

尊重される。したがって本国からの一方的な現地法人のコントロールが

次第に困難となる日本主導型の段階では，現地法人との緊密な連携を保

つために必要な知識やノウハウをもつ現地への権限委譲が進んでいく４０）。

例えば，トヨタでは本社で「何をやるか」という大きな方向性を示すに

留め，地域別の事業企画や地域・国専用モデルの開発，現地の市場ニー

ズに即したマーケティングなど「どのようにやるか」は，現地の実情に

合わせて自ら活動できるよう現地の人材活用を推進するなど地域ごとの

主体的な活動に任せ，後押しする地域主体の経営が推進されている。

日本主導型では，権限委譲により現地法人が自立的に運営されていく

につれ，本国との調整を密にした最適の現地経営が追求されるようにな

る。そのため権限を委譲すべき本国の意向や経営ノウハウを十分に理解

できる高度外国人材が必要となるとともに，本国サイドにも現地の事情

に精通し，現地渉外などを含めて十分なコミュニケーションが図られ，

本国と現地法人の間でスムーズな調整の図られる高度外国人材のマネジ

メントが不可欠となる。したがって日本主導型では，本国との緊密な連

携を踏まえ，現地独自の自主的なイノベーションを実現しうる現地の市

場ニーズや技術情報に精通し，海外勤務の経験を通した現地の経営事情

を熟知した高度外国人材の採用や活用に係るマネジメント・システムの

整備が必要となってくる。

４０）日々の生産活動や販売活動に伴う権限は現地法人に委任されているケースが
多数を占めるものの，現地法人の事業や組織構造を変革するような取り組み
は日本本社が関与しているという権限の委譲関係については，労働政策研
究・研修機構，同上第４回日系グローバル企業の人材マネジメント調査結果，
７４～７５頁を参照。
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③グローバル型

第３段階は，日本市場を世界市場全体の中の一つとして捉え，本国と

各現地法人が密接に連携しながらグローバルな視点からの最適化を意識

したグローバル経営に進化させた「グローバルネットワーク型」（以下

グローバル型と略す）である。「グローバル型」の企業では，特定の国・

地域での経営スタイルや価値観によらず，世界共通に適用できる企業独

自の考え方を尊重しつつ，それを世界に浸透させてグローバル経営を進

めていくタイプである。世界に共通する企業独自の考え方としては，品

質重視など企業の歴史の中で錬磨蓄積された「企業の存在意義」といっ

てもよく，日頃の経営の中で「心がけ」として全ての社員に共有され，

活動の判断や行動基準となる企業理念である４１）。例えば，絶え間ないカ

イゼンや人間性尊重をベースとし，世界中の人々にとって理解できる

「トヨタウェイ」，個人の能力を高め，グローバル・チームワークによ

り組織力や総合力を向上させ，常に環境の変化に迅速に対応できる企業

体質づくりをめざす「コマツウェイ」，あるいはよきモノづくりを行な

い，世界の人々の喜びと満足ある豊かな生活文化を実現するとともに，

社会の持続可能性に貢献する「花王ウェイ」など世界で共有しうる企業

独自の価値観や考え方を基軸としながらグローバル経営を展開している

企業にみられる。

グローバル型の段階においては，それぞれの国・地域で生み出された，

あるいは異なる文化圏からもたらされる多様かつ高度な知識の活用や

４１）企業理念やビジョンの浸透については，経済同友会『日本企業のグローバル
経営における組織・人材マネジメント報告書』２０１２年４月２５日，１１頁を参照。
また現地法人において成文化された形で経営理念を掲げている企業は６８．２％
で，うち５３．７％が日本本社の経営理念と同じで，３７．４％が部分的に同じで，
６．９％が異なっている。このことより，現地法人での企業理念は日本で蓄積・
構築された独自の考え方が成文化，浸透されているといえる。労働政策研
究・研修機構，同上第４回日系グローバル企業の人材マネジメント調査結果，
７１頁。
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［１段階：日本中心型］

本国（本社）

現地法人A

現地法人B

本国からの一方的なコントロール

［２段階：日本主導型］

本国（本社）

現地法人A

現地法人B

本国と現地法人ごとの緊密な連携

［３段階：グローバル型］

本国（本社）

現地法人A

現地法人B

グローバルな観点からの全体
最適化

図２ グローバル経営への発展段階
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種々のネットワークの相互触発を通してイノベーションが引き起こされ

ることとなる。したがってグローバル型では，自立性を有する各国・地

域で生み出される優れた成果を吸い上げ，あるいは融合することで新た

な価値を生み出し，世界に適応することで企業全体としてグローバルな

競争力を高めていくことが志向される。

そこで，グローバル型では企業全体の統一性を図るために世界に共有

しうる企業理念の浸透に努めるとともに，国内外各拠点の高度外国人材

をグローバルな観点から最適にマネジメントするシステム作りが必要と

なる。すなわち日本を世界の一つの国・地域とみなし，国籍を区別せず

グローバルな観点から全社を最適に連携していく「グローバル型」の段

階では，もはや本国を中心とした，あるいは現地での自主的なイノベー

ション活動という発想ではなく，グローバルな観点から最適にイノベー

ションを実現する高度外国人材の採用や活用といった人材マネジメント

が必要となる。というのも市場や事業活動がグローバルに広がり，イノ

ベーションを通してグローバル経営を推進していく上で，単にこれまで

本国で経験，蓄積してきた高度外国人材のマネジメントを現地法人に移

転し，あるいは現地法人の自主性を尊重して高度外国人材を活用してい

たのでは，異なる文化圏からもたらされる多様かつ優秀な高度外国人材

の相互触発によるイノベーションを必ずしも効果的に実現していくこと

ができないからである。そのためグローバル型の段階では，複数の現地

法人を含めてグローバルな観点から全体最適なイノベーション戦略を実

現していく高度外国人材の採用，配置，活用のマネジメント・システム

の整備が必要となる。

確かに企業は，一方で複数の海外拠点に係るコミュニケーションや調

整コストを最小化するため世界で共通する単一のないし統一の人材マネ

ジメント・システムを求める。しかしながら他方で，日本中心型から日

本主導型，グローバル型への海外展開につれて，高度に多様化する技術
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情報や市場ニーズへ応えるために，グローバルな観点からポテンシャル

ある多様な高度外国人材を幅広く採用，育成し，最大限に活用し，触媒

反応を起こして最適にイノベーションを実現する人材マネジメント・シ

ステムを整備することが必要となる。とはいえ，日本ではこれまでグ

ローバルな視点から新技術や事業の方向性を設定し，自立的なイノベー

ション活動に資する高度外国人材の採用をはじめ，最適に活用するため

の配置や育成，評価・処遇としてのキャリア形成などの人材マネジメン

トの経験が十分に積まれてこなかった。そこで次に，グローバル経営に

向けたイノベーション活動に対して，国内だけでなくグローバルな観点

から高度外国人材を受入れ，活用する人材マネジメント・システムにつ

いて改めてみていく。

Ⅳ 高度外国人材のマネジメント・システム

１ 採用

現地ないしグローバル市場への本格的な対応という現地経営やグロー

バル経営の展開に伴い，それに対応した新製品や新技術の開発，新市場

の開拓などのイノベーションを実現する異文化理解や語学力などのコ

ミュニケーション能力に優れ，かつ技術開発を中心に企画・営業や経営

管理などの専門能力を有する高度外国人材をグローバルな観点から採用

し，活用する必要性が高まってくる。とくに業界や国・地域の枠を超え

てグローバルにイノベーションを活性化していくには，既存の技術や事

業領域に対する知見や経験を活かして未知なる市場ニーズや将来の技術

動向を見極める専門能力を有する高度人材や，将来の企業の進む方向性

を示し，将来性ある技術や事業を選び出し，高度人材を動機づけ，リー

ダーシップを発揮していくマネジメント力を持つ高度人材も必要となる４２）。

しかしながら経営のグローバル化が進展する中で，いまや国家間の人

材獲得競争といわれるように，高度人材の採用や活用は企業の枠を超え
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て国家レベルでの戦略的な課題となっている。そうした中で，グローバ

ル経営に向けてイノベーションを実現する優れた高度外国人材をグロー

バルな観点から確保，採用していくことが大きな課題となってくる４３）。

しかも外国人労働者の採用における一般の問題点について経済産業省の

調査よりみていくと４４），「自社の求める人材像の明確化されていない」

（４１．８％）が最も強く，求める高度外国人の人材像が，ひいては活用方

針が明確化していないことが課題となっている。とくに管理職での高度

人材の採用問題としては，「優秀な人材が応募してくれない」（３３．７％）

が最も大きく，次いで「効果的な募集ルートが確保できていない」

（１８．７％），「現地企業との人材獲得競争が激しく，欲しい人材が採れな

い」（１６．３％）などの採用問題から４５），管理職での高度人材の採用や確

保が困難となっている。

ところで，現地経営やグローバル経営で求められるイノベーション活

動を担う高度人材としては，主に本国や特定地域のイノベーション活動

４２）日本の産業社会で求められる人材像を増加した仕事でみると，「技術・技能を
活かして製品を製造する仕事」をはじめ，「専門的な知識に基づいて教育・指
導・相談などを行う仕事」や「人を管理・監督する仕事」があげられている。
また今後増加の見込まれる仕事として，「調査研究や研究開発を行う仕事」や
「事業の運営方針や企画に関わる仕事」が『平成２２年版労働経済白書』にお
いてあげられている。このことから，産業の高度化に必要な人材として，技
術ノウハウや開発，企画力などの専門的知識を持ち，彼らを指導，管理する
高度人材が必要となることが窺える。厚生労働省編，同白書，１４６頁。

４３）日本は諸外国と比べて人材調達コストが高く，語学スキルや大学教育，マネ
ジメント教育の質に対する評価が低いことから，語学堪能者，技術職・エン
ジニア，管理職での人材確保の難しいことが，『平成２２年版経済財政白書』に
おいて指摘されている。内閣府，同白書，３９８～４０１頁。

４４）経済産業省経済産業政策局，前掲グローバル人材マネジメント研究会報告書，
７０頁。

４５）労働政策研究・研修機構，前掲第４回日系グローバル企業の人材マネジメン
ト調査結果，５７頁。またグローバルに事業を展開する企業において外国人幹
部のニーズは高いものの，「日本人社員の語学力不足」により実際の登用の追
いついていないことが『平成２３年版経済財政白書』で指摘されている。内閣
府，同白書，２４９～２５２頁。
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を担う「現地イノベーション人材」，あるいはグローバルな経営環境の

下で現地はもとよりグローバルな観点からイノベーションを牽引し，実

現する「グローバル・イノベーション人材」があげられる４６）。現地イノ

ベーション人材の採用にあたっては，特定の国・地域の専門領域でイノ

ベーションを実現しうる専門能力はもとより，現地でスムーズなコミュ

ニケーションが図られ，現地の市場ニーズや技術情報に精通した高度外

国人材，および多様なメンバーと協働し，リーダーシップを発揮する管

理能力を有する高度外国人材が必要となる。そうした現地イノベーショ

ン人材の採用や任用に関しては，世界に共通する企業独自の価値や開発

目的を理解，共有した上で，現地で目標とするイノベーションを迅速に

実現しうる現地の事情を熟知した高度外国人材を現地法人の専権事項と

して採用，任用していくことが重要となる。その意味で，現地イノベー

ション人材の採用に対しては，国内で採用した高度外国人材を含めて現

地法人での内部登用または現地採用するなど現地に委譲することが基本

となる。

かわってグローバルな観点からイノベーションを推進し，リーダー

シップを発揮するグローバル・イノベーション人材には，単に本国や現

地でのイノベーション活動だけでなく，全社に共通する開発ビジョンな

どの開発方針を理解，共有し，グローバルにイノベーションを実現して

いく高度な専門能力が求められる。すなわちグローバルに共通する開発

ビジョンの実現に向けて自らの考えやアイデアを持ち，実現する専門領

域での専門能力はもとより，複数地域の事情を理解する異文化理解やコ

ミュニケーションが図られ，多様なメンバーと協働し，信頼され，リー

４６）イノベーションに関わらず，海外進出の各段階で本社ないし現地法人で求め
られる人材の特徴については，佐野圭右「グローバル・グループマネジメン
トとグローバル人材」三菱UFJリサーチ＆コンサルティング『季刊政策・経
営研究』Vol.２，２０１４，１１７～１１８頁を参照。
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ダーシップを発揮する管理能力などがグローバル・イノベーション人材

には必要となる。そうしたグローバル・イノベーション人材に対しては，

国内外の多様な人材の中から最適な高度外国人材を採用，任用していく

ことが必要となる。そのためグローバル・イノベーション人材の採用に

対しては，基本的に自社の求める人材像を明確に設定した上で，国内で

採用した高度外国人を含めて，通常の日本人と同様，留学生や海外大学

卒業者の新卒採用，経験や知識，業務などのスペックを明確にしたキャ

リア採用，通年採用など多様な採用方式を通して本社あるいは最適な拠

点で一元的な任を負うことが必要となる４７）。

例えば武田薬品では，CEO，COO，主要コーポレート部門の責任者

は，国籍を問わずグローバルスタンダードの人材をグローバル事業を統

括する日本本社で任用し，R&D機能についてはアメリカ・シカゴの本

部でグローバル・イノベーション人材を採用する一方で，遺伝子解析を

利用した創薬標的探索に関する研究および創薬のアイデアを実現するプ

ロジェクトに関しては，日本の湘南研究所で国籍を問わず優秀な研究者

を独自に採用するなど開発プロジェクト毎に最適なグローバル・イノ

ベーション人材を統括して採用しているケースがみられる。また売上比

率で日本市場は２０％に過ぎず，世界市場の一部として国内市場を扱うグ

ローバル型の段階に進展しているコマツでは，現地法人の最高経営責任

者は，原則その国の事情を熟知した人材を登用しているが，技術開発に

おける開発エンジニアについては主として日本で統括して採用し，グ

ローバル・イノベーション人材として育成しているケースがみられる。

また現地ないしグローバル・イノベーション人材としての高度外国人

材の採用にあたっては，採用目的に沿った人材像を明確に設定するとと

４７）多様な人材の採用については，経済同友会，前掲日本企業のグローバル経営
における組織・人材マネジメント報告書，１５～１６頁を参照。
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もに，対象者との間で仕事内容や雇用条件などを合意しておくことが前

提となる。というのも採用時に特定の資格や能力を評価して採用し，処

遇する外資系企業と違って，新卒一括採用し，日本人と同じような働き

方を求める日本企業との間で雇用システムが必ずしも一致しているとは

限らないからである。なかでも高度外国人材ならではの発想や専門能力

を活用してイノベーションを実現するためにも，能力や貢献に見合った

賃金だけでなく，自己のキャリア形成や仕事の進め方など評価や処遇に

係る仕事の内容や範囲，責任権限などを明確に定め，合意していくこと

が必要となる。また雇用条件や仕事内容について予め合意しておくこと

は，高度外国人材の日本企業への就業モチベーションを促すばかりでな

く，在留資格を得る上でも有効となる。すなわち採用段階で入社後の仕

事内容やキャリア形成などを明確にしていなければ，高度外国人材の取

得している在留資格の分野以外での雇用ができなくなり，国内就労での

柔軟な活用ができなくなるからである。とくに留学生の場合，入社後の

仕事が留学時代の専攻に関連することが在留資格の変更条件となるなど

仕事内容を明確にしていなければ就労が認められにくくなるからである。

したがって現地ないしグローバル・イノベーション人材としての高度

外国人の採用にあたっては，高度外国人材をグローバル・イノベーショ

ン人材として活用するのか，特定の国・地域の現地イノベーション人材

として活用するかの人材像をはじめ，しかも将来自社の中核人材の正社

員として採用するのか，海外拠点とのスムーズなコミュニケーションや

調整を図るブリッジ役の人材として採用するのか，また採用後の育成に

ついても，社内育成を重視していく新卒採用にするのか，即戦力として

ある程度経験ある中途採用を重視するのか，あるいは開発プロジェクト

ごとに期間を定めて即戦力として契約雇用するのかなどの採用方針を明

確にすることが必要となる。他方で高度外国人材の方でも，自らのキャ

リア形成に係る短期雇用を希望するのか，あるいは長期雇用を希望する
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場合，組織内でのライン志向なのか，スペシャリスト志向なのか，まさ

にそうした高度外国人自らのキャリアイメージと企業の人材戦略の間で

一致を図ることが必要となる。

いずれにしても高度外国人材を確保するためには，単なる国内就労だ

けでなく，海外事業活動の展開に応じた採用目的，求める人材像，採用

条件等の採用方針を中長期にわたり検討し，設定した上で，採用時に自

社の人材育成方針や処遇，将来のキャリアパス等について十分に理解，

納得するまで対象者との間で合意していくことが重要となる。

２ 人材育成

企業それぞれの国際化の発展段階は異なり，それぞれの展開に応じて

イノベーション活動に対して求められる高度外国人材の資質や能力が異

なり，その人材マネジメントの課題も多岐にわたる。その中で，日本生

産性本部の調査による最も重要な人事課題をみても，「次世代幹部候補

の育成」（４４．８％）や「従業員の能力開発・キャリア開発」（４０．６％）と

いった能力開発や人材育成に関する人事課題が大きく取りあげられてい

る４８）。そのため自社の国際化の展開に応じて，国内就労で採用した高度

外国人材をイノベーションの実現に向けてどのようにその能力を開発，

育成し，活用するかが重要な課題となる。

そこで，労働政策研究・研修機構の調査よる現地の大卒・大学院卒の

外国人社員の能力開発の方法・手段についてみていくと，「日本本社へ

の短期の研修派遣」（５４．８％），「社外研修への派遣」（５１．５％），「社内研

修」（５０．０％）といった社内外での研修の実施率が高く，その他「自己

啓発への援助」（４３．０％）の実施率が高くなっている４９）。このことより，

４８）日本生産性本部，前掲調査結果概要，３頁。
４９）労働政策研究・研修機構，前掲第４回日系グローバル企業の人材マネジメン

ト調査結果，８６頁。
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一般にイノベーション活動に係る専門領域で必要となる資質や能力をも

つ高度外国人材を活用することが基本となる中で，高度外国人材の人材

育成や能力開発の方法としては社内外での研修が主にとられることが理

解される。研修については，中長期的なキャリア形成を前提とし，一般

に業務のアサインや階層別の教育，語学を含めた知識・スキル研修など

日本と同様の研修内容となっている。その中で，現地イノベーション人

材には，地域特有の知識やマネジメント研修が，またグローバル・イノ

ベーション人材には，本社での経営層とのディスカッションや事業戦略

などの研修が基本となる。

ただし研修による育成にあたっては，育成に責任をもつ経営管理者自

らが積極的にコミットし，活発なコミュニケーションによる実際に育て

るという組織風土が根付いていなければ形式的なものとなり，実質的な

育成につながらないこととなる。例えば，横断的なコミュニケーション

による能力開発を目的に開発プロジェクトを立ち上げ，プロジェクト活

動を通して高度外国人材を育成しようとしても，実際に育てる活発なコ

ミュニケーションの乏しい形式的な研修であれば，人材育成も不十分な

ものとなろう。そのためにも自らの専門分野を登録したスキルマップの

データベースを用いて上司のコミットした上でプロジェクトメンバーの

人選を行い，部門横断での知見や経験の共有を図ることで，関連した技

術やスキルを深堀し，相互コミュニケーションを推進している旭硝子の

ケースにみられるように，研修などの人材育成策にあたっては，経営管

理者のコミットや相互コミュニケーションの重視など人材育成の組織風

土を根付かせていくことが前提となる。

研修方法以外に，採用後の早い段階から多様な国々の異質な人材との

コミュニケーションを図りながら，専門のスキルを高めるとともに，国

内外のリーダーの下でイノベーション活動に係る経験を積ませ，育成し

ていくOJTによる育成方法もあげられる。例えば，中堅社員から若手社
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員にまで広げて人選し，キャリアの早い段階から現地法人のマネジャー

の下に配置し，現地のメンバーとして勤務する“グローバル・ローテー

ション”を通して将来を支える現地ないしグローバル・イノベーション

人材を育成している武田薬品のケースがみられる。

ただし高度外国人の育成に係る日本企業による人事異動の実態につい

ては，海外売上高比率１０％以上かつ従業員規模１，０００名以上の日系企業

における「グローバルでの異動の仕組み」の実施率は，外資系日本法人

を４．４ポイント下回る４０．４％であり５０），外資系企業と比べて日系企業で

のグローバルな人事異動の実施はやや少ない状況にある。そのためにも

本社の高度人材を単に海外関係会社へ異動させるだけでなく，海外関係

会社の高度人材を本社へ異動させている武田薬品にみられるようなグ

ローバルな異動システムの整備が必要となろう。

いずれにしてもグローバル経営に向けたイノベーション活動に係る高

度外国人材を育成するには，トヨタでの「地球規模での人材育成と最適

配置」の育成方針にみられるように明確な人材育成方針の下で，企業内

で人材育成の風土を醸成し，採用後の早い段階から国内外の異動を含め

た社内外での研修やOJTによる育成策を整備することが必要となる。

３ キャリア形成

グローバル経営でのイノベーション活動に向けて，高度外国人の採用

や活用にあたって能力開発やキャリア形成が大きな課題となってくる。

その中で，グローバル人材としてのキャリア志向を考えている日系企業

の割合は２８．７％で，考えていない割合は３５．５％であった。他方，外資系

日本法人で考えている割合は５７．３％で，考えていない割合は１５．６％で

５０）金井恭太郎・秋野良太「日系グローバル企業に求められる本社の国際化」『情
報未来』№３８，２０１２年８月号，６１頁。
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あった５１）。このことより，外資系企業と比べて日系企業ではグローバル

なキャリア志向を考える社員が少なく，逆に外資系企業で働く外国人は

グローバルなキャリア志向を強く考えているといえる。しかも将来高度

外国人の予備軍と考えられる留学生自らは，将来現地法人を中心とした

経営管理職ないし海外事業や技術専門職でのキャリアパスをめざしてお

り，グローバル経営に向けて活用する高度外国人に対するキャリアパス

が大きな課題となってくる。

また日本企業による現地法人における人材登用の方針について，労働

政策研究・研修機構の調査によると，中間管理層での一法人当たりの現

地国籍者は７２．５％と比較的高いが，取締役では現地国籍者の１９．４％，日

本国籍者の７８．９％と，日系現地法人における中間管理職では現地国籍者

の登用はみられるが，現地法人における日本以外の国籍による経営幹部

への登用や日本本社での経営幹部までのキャリアパスは少なくなってい

る５２）。

さらにグローバルなキャリア形成に対する自社環境の適合性について，

日系企業で「望ましい」と考える割合は１８．５％であるのに対して，外資

系企業では５０．０％で適合していると考えていることにみられるように５３），

グローバル人材のキャリア形成に対する社内環境が外資系企業と比べて

日系企業では十分に整備されていず，グローバルなキャリア志向する高

度外国人材にとって魅力の乏しい実情がみられる。あるいは日本独特の

組織へのコミットメントや同質性を重視する経営スタイルが，キャリア

５１）金井恭太郎・秋野良太，同上稿，６１頁。
５２）労働政策研究・研修機構，前掲第４回日系グローバル企業の人材マネジメン

ト調査結果，３８頁。また日系企業での現地採用従業員の内部昇進について，
部長層までは３６．２％で，次いで副社長・取締役までは２３．４％，課長層までは
１９．３％，社長・会長までは５．８％と，部課長層と比べて経営幹部までの内部昇
進も少なく，現地採用の外国人社員によるキャリア形成としては魅力ある内
部昇進制度とは言い難い状況にある。同調査結果，３８頁。

５３）金井恭太郎・秋野良太，同上稿，６１頁。
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志向する高度外国人材にとって魅力の乏しいものにしている要因とも考

えられる５４）。したがって国内外のグローバルな観点から採用し，活用す

る高度外国人材のキャリア形成に対しても，特定の国・地域でのイノ

ベーション活動を担う現地イノベーション人材に対しては，現地法人で

の管理職や経営幹部への昇進はもとより，なかでもグローバルな観点か

らイノベーション活動に取り組むグローバル・イノベーション人材に対

しては，本社での管理職や経営幹部への登用制度を整備することが必要

となろう。またグローバル・イノベーション人材に対しては，世界共通

の評価・処遇システムを整備することで，グローバルに最適な人材配置

を進め，現地イノベーション人材に対しては現地の業績だけでなく，グ

ローバルな業績へのコミットを高めるような人事制度の設計を進めてい

くことが必要となろう。

また管理職以外に研究や技術など専門分野でのスペシャリストとして

のキャリアを志向する高度外国人に対するキャリアプログラムの１つに，

専門職制度の導入があげられる。とはいえ日本企業での専門職制度は，

これまで組織管理を得意としない人材への対応として導入され，イノ

ベーション活動への専門性の高度発揮による処遇として反映することは

少なかった。そのため専門性を高度に発揮し，イノベーション活動へ貢

献する高度外国人に対するキャリアアップの処遇として専門職制度の再

設計が必要となる。すなわち専門職としてのキャリアを志向する高度外

国人材としての現地あるいはグローバル・イノベーション人材に対して

は，単にスペシャリストとしての処遇だけでなく，既に７５．５％の日本企

業で複線的な人事制度の運用がなされているように５５），専門職制度を管

５４）塚﨑は，専門的・技術的分野で働く高度外国人にとって，言語的障壁や文化
の違い以外に，会社人間的な生き方，集団主義，年功序列重視，排他性と
いった障害が日本で働く魅力を乏しいものにしており，キャリア志向を踏ま
えた取組みや環境整備が必要であることを指摘している。塚崎裕子『外国人
専門職・技術職の雇用問題』明石書房，２００８年，第６章。
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理職と同等の魅力ある処遇策として，さらにライン管理職への登用も可

能な弾力的な制度の運用が望まれる。

さらにグローバル経営に向けたイノベーション活動に係る高度外国人

のキャリア形成にあたっては，専門領域や業界水準のスキルを踏まえて

求められる高度外国人材像を規定し，合わせて動機づけの観点から専門

能力の育成や開発計画を含め，公平性や正当性を担保するため第三者の

評価をとり入れた５６）処遇システムとしてキャリア形成を整備することが

必要となる。というのも高度外国人材のモチベーションや定着率を向上

させていく処遇システムとしては，単なる給与やボーナスなどの経済的

報酬だけでなく，キャリアアップにつながるような自分が期待され，や

りがいのあるテーマや仕事を考え，任せることも必要となるからである。

そのためにもキャリア形成に係る研修機会などの人材育成策と合わせて，

高度外国人材の動機づけにつながるような仕事の内容や進め方を明確に

した評価・処遇システムを整備することが必要となる５７）。例えば，現地

イノベーション人材にとってキャリアアップの目標として認識され，か

つグローバルレベルでの幹部育成を同時に計画的に推進し，モチベー

ションの向上を図るプログラムを実施しているキヤノンのケースがみら

れる。

いずれにしてもグローバル経営に向けてイノベーション活動で採用し

た高度外国人材のキャリア形成に対しては，現地あるいはグローバル・

イノベーション人材向けの，しかもラインないしスペシャリスト志向な

５５）リクルートマネジメントソリューションズ『昇進・昇格実態調査２００９要旨』
２００９年１２月１月，１頁。

５６）グローバルな評価体制については，経済同友会，前掲日本企業のグローバル
経営における組織・人材マネジメント報告書，１６～１７頁を参照。

５７）高度外国人材の活用に向けては，高度人材に対する適切な評価，昇進に向け
たキャリアパスの提示など処遇面での改善の重要性が『平成１８年版通商白書』
において指摘されている。経済産業省編，同白書，第３章。
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ど多様なキャリア形成の選択肢を整備し，その中で自らのキャリアを主

体的に選択できるようなシステムを整備することが必要となる。換言す

ると，そうしたキャリア形成の多様化が，イノベーション活動に係る必

要な人材の多様化をもたらし，多様な高度外国人材の採用や活用につな

がることとなる。そのためにも高度外国人材のキャリア形成にあたって

は，メンバーの動機づけとなる公平かつ正当な評価を踏まえ，人材育成

策と合わせて自らのキャリア形成につながるような仕事内容や進め方を

明確にすることが必要となる。

４ 人材マネジメント・システムの構築

日本企業より早くから経営の国際化を進めてきた欧米企業では，グ

ローバル経営に不可欠な専門能力や実績に基づく高度人材の採用をはじ

め，人材育成，キャリア形成や評価・処遇など世界統一の人事制度を早

くから導入し，マネジメントを進めてきた。すなわち欧米企業の本国及

び現地法人でのイノベーション活動に必要な技術開発者やリーダーなど

の高度人材に対しては，大まかな統一のジョッブグレードの導入に基づ

いて，世界本社，本社事業部，海外子会社といった事業所ベースに沿っ

て採用や登用，処遇がなされてきた。つまり職務に合致した最適な人材

を登用することから，職務内容を必要なレベルで客観的に規定し，同時

に必要とする役割や期待される成果を規定した職務記述書に基づく雇用

契約を結び，評価・処遇がなされてきた。

また高度人材に対する評価・処遇についても，年齢，勤続年数，国籍，

性別等にかかわらず，グローバルに共通する人事評価をジョッブグレー

ドごとの目標管理に基づいて行い，その結果を報酬や昇進などの処遇へ

直接反映する成果主義が導入されてきた。さらに本社（本国）の統一的

な基本方針や経営計画へのコミットメントに基づく人事評価を通して，

ジョッブグレードごとの研修体系やキャリアプランを整備し，人材育成
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や処遇へ対応してきた。例えば，全世界かつ全職種共通のスキル・能

力・職務に応じて仕事や役割を遂行できる基準のデータベースを通して，

部門や国境を超えた人材の異動や配置，評価・処遇を一括管理している

IBMのケースがみられる。

それに対して日本企業では，海外事業拠点の主要ポストの職務調査を

行った上で現地法人ごとの人事制度が設計されてきた。そのため海外事

業拠点の役割や規模が変化する中でイノベーション活動に係る人事制度

の見直しが行われ，適用されることから，米欧企業のようなジョッブグ

レードごとの目標管理により統一に評価，処遇することが困難となり，

現地法人ごとの運用に任されることが多くなる５８）。

このような全ての人材を対象に企業内で同じ人事システムを適用し５９），

メンバー同士のコミュニケーションや摺り合わせを重視して取り組まれ

る日本企業のイノベーション活動は，一旦活動の方向性が定まればメン

バー全員が目標を共有して協力する体制となり，それが強みとされてき

た６０）。確かにこうした目標の実現に向けた現地での暗黙的な運用を重視

する日本企業の人材マネジメントは，同一企業で長く勤続し，同じ進め

方をとる社員にとっては理解しやすく，調整コストを低く抑えながら，

現場の人材マネジメントを整えていくシステムとなった。したがって現

５８）日系企業における現地幹部の登用プログラムについて，「日本企業が作成した
グループ企業で統一的なプログラムがある」企業は７．０％で，「現在はないが，
将来現地法人で作成する予定である」企業は３６．３％と，現在のところ日系企
業においては現地幹部の統一した登用プログラムの作成は少なく，現地法人
レベルでの作成がみられる状況である。労働政策研究・研修機構，前掲第４
回日系グローバル企業の人材マネジメント調査結果，９１頁。

５９）日本人と同じ仕事をしている留学生の①配置・転換，②昇進・昇格，③評価
制度，④賃金・賞与制度，⑤退職金制度，⑥教育訓練のすべての人事管理で，
日本人と全くおよびほぼ同じ扱いをする日本企業は７割を超えており，多く
の日本企業では日本人や外国人を問わず同じ人事システムを適用しているこ
とが窺える。労働政策研究・研修機構，前掲外国人留学生の採用に関する調
査，２３頁。
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地での暗黙的な人材マネジメントの運用を図る日本企業のシステムは，

年齢，勤続年数，国籍，性別等にかかわらず能力や業績に基づきグロー

バルに統一した人事ルールに則って評価・処遇し，イノベーション活動

に取り組む高度人材にとっては不適切な人事制度として映ることとな

る６１）。

そこで，グローバル経営に向けた日本企業のイノベーション活動にお

いて異質な文化的背景をもつ高度外国人材を採用，活用する上で，世界

統一の人事制度と現地での暗黙的な運用とが整合するような人材マネジ

メント・システムの構築が求められることとなる。すなわち企業独自の

理念や強みの下で統括してマネジメントするグローバル・イノベーショ

ン人材に対しては，業績と同時に，定性的な売上業績指標や新規顧客の

開拓数などの行動指標に基づき半年ごとの目標達成度による世界統一の

評価・処遇システムを取り入れているセイコーインスツルにみられるよ

うに，世界統一の人事制度が明示，適応される。他方で，権限を委譲し，

自立的なイノベーション活動を促す現地イノベーション人材に対しては，

統一の人事制度を基に現地での課題解決を現地に合った形で運用するな

ど現地での暗黙的な運用を許容する人材マネジメント・システムの整備

が必要となる。こうした世界統一の人事制度とそれに基づく現地での暗

黙的な運用とが整合する高度外国人材のマネジメント・システムの整備

６０）日本企業における人材マネジメントの長所として，「チームワークが機能し，
自らが気づかない点について指摘が得られる環境が整っている」の他，「会社
が社員を家族や仲間とみなす文化の魅力に惹かれる」，「人間尊重の文化があ
る」，「分析的，継続的な改善重視な姿勢が優れている」など日本企業で働く
外国人社員による好意的な指摘がみられる。経済産業省経済産業政策局，前
掲グローバル人材マネジメント研究会報告書，４２頁。

６１）外国人社員による日本企業の人事管理の意識調査から，外国人社員の多くは，
一方で「日本的経営」の存在を認めているが，他方で日本企業における給与，
人事評価，仕事の進め方に課題のあることが指摘されている。浅尾裕他『経
済社会の国際化を労働問題に関する研究―実態分析編』日本労働研究機構，
１９９３年１２月，第１章。
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により，グローバル経営でのイノベーション活動に向けた多様な高度外

国人材のマネジメントが可能となろう。

いずれにしても経営のグローバル化に伴うイノベーション活動を担う

高度外国人材のマネジメント・システムの構築にあたっては，企業独自

の理念や目標をグローバルに共有した上で，グローバル・イノベーショ

ン人材に対しては世界統一の人事制度を整備することで，グローバルな

イノベーションを実現する意識を高めるとともに，現地での自立性を尊

重する現地イノベーション人材に対してはグローバルなイノベーション

の意識を高めるような統一の人事制度を基に現地での固有のイノベー

ションの課題解決に向けた暗黙的な運用を図ることが必要となる。つま

り異質な発想や専門能力を有する高度外国人材を有効活用する人材マネ

ジメントにおいては，グローバル・イノベーション人材に対してはグ

ローバルな観点からの最適人材の採用や配置がなされるよう統一の人事

制度を導入すると同時に，現地イノベーション人材に対しては現地固有

のイノベーションを迅速に実現すべく現地での暗黙的な運用を図る人材

マネジメント・システムの選択肢を整備することが必要となろう。また

そうした人材マネジメント・システムの整備が，必要とする多様な高度

外国人材に理解され，受入れられるシステムとなろう。

Ⅴ おわりに

日本企業が，今後グローバルな市場競争に打ち勝ち，経済を活性化し

ていくには，新製品や新技術，新規事業の創出など新たな価値をもたら

すイノベーション活動が不可欠となる。その人的担い手として今後我が

国労働人口の減少が予測される中で，外国人労働力の受入れや活用は，

なかでも科学技術，企画・営業や海外での経営管理など高度な専門能力

や経験を有する高度外国人材の採用や活用が必要となる。また高度外国

人材の活用は，異質な文化的な背景をもつ外国人ならではの独自の発想
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をはじめ，海外の技術や市場情報，人脈ネットワークなどの異質融合や

国際化への社員の意識を刺激し，組織の活性化を通して，グローバル経

営に向けた開発や市場競争力をもたらすイノベーション活動にとって意

義あるものとなってくる。

ただし我が国での高度外国人材の受入れや活用は，国内就労人口の中

で未だ十分に進展していない。しかも今後高度外国人材の獲得競争が開

発や市場競争と同様国際的に激化する中で，高度外国人の受入れや活用

戦略，基本方針の策定はもとより，受入れ制度や環境整備が必要となっ

てくる。さらに我が国企業が今後グローバル経営でイノベーションを推

進していく上で，単に国内就労だけでなく，現地ないしグローバル経営

でのイノベーション活動に向けて国内外での就業経験ある高度外国人材

を活用していく意義は大きく，その人材マネジメント・システムの整備

が課題となってくる。

そこで，権限委譲の進む現地経営や日本市場を世界市場の一部とみな

すグローバルな最適経営をめざす経営のグローバル化に応じたイノベー

ション活動に向けては，高度外国人材を，表５のように特定の国・地域

でのイノベーション活動を自立的に担う現地イノベーション人材と，グ

ローバルな観点からイノベーション活動を担うグローバル・イノベー

ション人材とに大別し，それらの人材に対する採用をはじめ，人材育成，

キャリア形成を中心とした評価・処遇などの人材マネジメント・システ

ムを整備していくことが必要となってくる。すなわちグローバル・イノ

ベーション人材に対しては，世界統一の人事制度を明示し，現地イノ

ベーション人材には統一の人事制度を基に現地での事情に応じて暗黙的

な運用を図る人材マネジメント・システムを整備することが必要となる。

つまりグローバル経営に向けたイノベーション活動を担う高度外国人材

の採用や育成，評価・処遇などの人材マネジメント・システムの整備に

あたっては，企業独自の理念や強み，目標を共有した上で，グローバ

高度外国人の活用によるイノベーション活動
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表５ 高度外国人材の人材マネジメント・システム

人材マネジメント
・システム

高度外国人材
採 用 人 材 育 成

キャリア形成など
の評価・処遇

現地イノベーション
人材

現地での専権的な
採用，登用

現地特有の知
識・マネジメン
ト研修

現地法人での管理
職・経営幹部への
登用

グローバル・イノ
ベーション人材

本社（本国）ない
し特定プロジェク
トごとの統括的な
採用，登用

本社での事業戦
略・階層別研修

本社での管理職・
経営幹部への登用

共 通

採用対象人材の明
確化
人材育成，仕事内
容，キャリアパス
など評価・処遇の
明確化
雇用条件の事前合
意

社内外研修・
OJT
経営管理者のコ
ミットメントや
活発なコミュニ
ケーションによ
る組織での育成
風土の醸成

管理職と同等の魅
力ある複線型専門
職制度の導入
多様なキャリア形
成に係る仕事内容
や育成策に配慮し
た公正な評価・処
遇策の整備

ル・イノベーション人材に対しては世界統一の人事制度を確立し，その

中で現地イノベーション人材に対しては現地での自立的な運用を図るな

ど多様な高度外国人が主体的に選択できるような人材マネジメント・シ

ステムを整備していくことが必要となる。

（２０１６年１１月２５日受理）
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Summary

The Innovation Activities by the Utilization of the Foreign
Talented Person

Hideto NAKAHARA

The utilization of the foreign human resource is necessary to push

forward the global management by innovation. The need effectively

utilizing the foreign talented person for the global management by the

innovation increases.

In this paper, I clarified the significance of utilization of highly spe-

cialized abilities and organizational revitalization of the foreign tal-

ented person for the global management. But in Japan the foreign tal-

ented person is not utilized enough.

So, I classified the foreign talented person into the local innovation

person who takes the innovation activity autonomous and the global

innovation person who takes the innovation activity from the global

point of view, and considered about the management system of the

foreign talented person.

As a result, I state that the unified personnel system is necessary

for the global innovation person and the personnel system which ap-

plied it implicitly is necessary for the local innovation person.
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